
第３回介護保険運営審議会

（１）第８次計画期間中の施設整備について

１．施設整備の要望

２．施設整備の必要性の検討

・主な介護者は高齢者が大きな割合を占め、認知症への対応を最も不安に感じている。

・在宅介護を継続するために、訪問系サービス、移送サービス、安否確認の需要が高い。

・施設入所や居住系サービスの需要は一定数ある。

・施設整備率は９市の中で最も高い。

・慢性的な人材不足の中、既存の事業所と人材の取り合いになりかねない。

３．現時点での介護保険料基準額の試算

勝山市介護給付費準備基金の状況 令和元年度末現在高 １５６，３２０千円

第８期取り崩し予定額 ８０，０００千円

第８期介護保険料基準額（案）

① 特定施設入居者生活介護、認知症対応型通所介護、認知症対応型共同生活介護（グルー

プホーム）を整備 月額約６，００５円

② 特定施設入居者生活介護、認知症対応型通所介護を整備 月額約５，９５１円

③ 整備を見込まない 月額約５，９０３円

圏域 区分 サービス種類 実施予定 規模

北部 ①新規 地域密着型 認知症対応型通所介護 R3 2 ユニット(2 人)

中部 ②新規 施設 介護医療院 未定 100 床

南部 ③変更 － 特定施設入居者生活介護 R3 10 床→19 床

－ 住宅型 R3 9 床→0床

④新規 地域密着型 認知症対応型共同生活介護 R4 2 ユニット(18 人)

⑤変更 地域密着型 認知症対応型共同生活介護 R2～3 15 人→9 人

⑥変更 － 特定施設入居者生活介護 R3 10 床→20 床

－ 住宅型 R3 10 床→0 床
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４．現時点での介護保険料基準額（年額）の試算 （100 円未満切り捨て）

（２）きらめきプラン２１－８ 素案 ……… 「別紙 資料」参照

現在までの進行状況 第１～３章

係数 現行 基準額1 基準額2 要件

5,900 6,000 6,100

第1段階 0.3 21,300 21,600 21,900
世帯全員が市民
税非課税

生活保護受給者
老齢福祉年金受給者
前年の課税年金収入額と合計所得金額の
合計が80万円以下

第2段階 0.5 35,400 36,000 36,600
世帯全員が市民
税非課税

前年の課税年金収入額と合計所得金額の
合計が80万円超120万円以下

第3段階 0.7 49,600 50,400 51,200
世帯全員が市民
税非課税

前年の課税年金収入額と合計所得金額の
合計が120万円超

第4段階 0.9 63,700 64,800 65,800

世帯の誰かに市
民税が課税され
ているが、本人は
非課税

前年の課税年金収入額と合計所得金額の
合計が80万円以下

第5段階 1 70,800 72,000 73,200

世帯の誰かに市
民税が課税され
ているが、本人は
非課税

前年の課税年金収入額と合計所得金額の
合計が120万円超

第6段階 1.2 84,900 86,400 87,800
本人が市民税課
税

前年の合計所得金額が120万円未満

第7段階 1.3 92,000 93,600 95,100
本人が市民税課
税

前年の合計所得金額が120万円以上200万
円未満

第8段階 1.5 106,200 108,000 109,800
本人が市民税課
税

前年の合計所得金額が200万円以上300万
円未満

第9段階 1.7 120,300 122,400 124,400
本人が市民税課
税

前年の合計所得金額が300万円以上500万
円未満

第10段階 1.75 123,900 126,000 128,100
本人が市民税課
税

前年の合計所得金額が500万円以上

　第１段階～第３段階の介護保険料は令和2年度より消費税率引上げに伴う軽減措置により減額されています。

介護保険料（年額）
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【総論Ⅰ】

第１章

計画策定にあたっての基本的な考え方
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１．計画策定の背景

平成３０年度（201８年度）からの国の第７期以後の介護保険事業計画は、団塊の世代

が７５歳以上となり、ますます高齢化が進展する2025年に向け、第６期で構築した地域

包括ケアシステム（※1）を段階的に構築することとなっています。そして、第7期計画

での目標や具体的な施策を踏まえ、2025年を目指した地域包括ケアシステムの整備、更

に現役世代が急減する2040年の双方を念頭に、高齢者人口や介護サービスのニーズを中

長期的に見据え計画に位置付けることが求められています。

令和2年6月には地域共生社会を実現するために社会福祉法等の一部改正が公布されま

した。地域共生社会の実現を図るため、地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに対応

する包括的な福祉サービス提供体制を整備する観点から、市町村の包括的な支援体制の構

築の支援、地域の特性に応じた認知症施策や介護サービス提供体制の整備等の推進、医療・

介護のデータ基盤の整備の推進、介護人材確保及び業務効率化の取組の強化、社会福祉連

携推進法人制度の創設等の所要の措置を講ずるとされています。

それらを踏まえ、国の第8期の基本指針において計画に記載する事項として、①2025

年・2040年を見据えたサービス基盤、人的基盤の整備、②地域共生社会の実現、③介護

予防・健康づくり施策の充実・推進、④有料老人ホームとサービス付き高齢者住宅に係る

都道府県・市町村間の情報連携の強化、⑤認知症施策推進大綱等を踏まえた認知症施策の

推進等、多岐にわたるものとなっています。

当市における「第８次老人福祉計画・介護保険事業計画」は、上記の国の基本指針を念

頭に置いて、高齢者の現状を把握するとともに、今後取り組むべき課題を明確にし、地域

の実情に応じた高齢者福祉、医療と介護の体制強化を継続的かつ確実に取り組んでいくこ

とを目的に策定いたしました。なお、策定にあたり、高齢者を取り巻く環境の変化、介護

給付費等の実績データ、日常生活圏域ごとのアンケート調査等を踏まえ、各種介護サービ

ス及び福祉サービス事業を量及び質の面から評価・検証し、前計画からの見直しを図りま

した。

（※１）地域包括ケアシステムとは、高齢者の尊厳の保持と自立生活の支援の目的のもと、可能な限り住み
慣れた地域で、自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができるよう、地域の包括的な支援･
サービスを提供する体制のこと
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２．計画の位置づけ

老人福祉計画は老人福祉法第20条の8の規定に基づく老人福祉事業の実施に必要な事

項などを定める、高齢者の福祉全般にわたる総合的な計画です。

一方、介護保険事業計画は介護保険法第117 条の規定により要介護者等の人数や利用

動向を勘案し、各種介護保険給付対象サービス量の見込みを定め、供給量の確保のための

方策等を定める介護保険事業運営の基盤となる計画で、保険給付の円滑な実施のため、３

年間を１期としています。

老人福祉計画については、市町村介護保険事業計画その他の法律の規定による計画であ

って、老人の福祉に関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならないと

されていることから、介護保険事業計画との連携と調和を保つためにも一体的に策定を行

っています。

「高齢者きらめきプラン２１－８ 第８次勝山市老人福祉計画・介護保険事業計画」の

策定（介護保険料の見直しを含む）にあたっては、国の第８期介護保険事業計画基本指針

に沿って、「福井県老人福祉計画」「福井県介護保険事業支援計画」との整合性を確保しつ

つ、市の上位計画である「勝山市総合計画」や「勝山市地域福祉計画」をはじめとする市

の各種関連計画との整合性を図っています。

■第８次老人福祉計画・介護保険事業計画と地域福祉計画等との関係

勝山市総合計画

第 ８ 次 老 人 福 祉 計 画 ・

介 護 保 険 事 業 計 画
(令和３～５年度）

第 ５ 次 障 害 者 福 祉 計 画
（令和２～６年度）

第2期子ども・子育て支援事業計

画 （令和２～６年度）

第４次健康増進計画
（令和２～６年度）

（平成２７～３１年度）

地域福祉計画

社会福祉施策やサービス内容、

地域福祉活動などを総合的に

捉え、行政と市民が連携して

住みよい社会を築く方策などを

示す計画
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３．計画の期間と管理

本計画が対象とする期間は、令和３年度を初年度とし、令和５年度を目標年度とする３

ケ年計画です。なお、本計画は第７次計画までの取組みを踏まえ、第８次計画以降、2025

年及び2040年に向け、地域包括ケアシステムの進化・推進を図ります。

４．計画の策定体制

（１）勝山市介護保険運営審議会の設置

本計画の策定にあたっては、学識経験者、医療、保健、福祉関係者、公募による市民

代表等による「勝山市介護保険運営審議会」を設置し、第７次計画の評価を行った上

で、実務検討部会等で練った第８次計画案について様々な視点から審議してきました。

（２）パブリックコメントの実施

本素案を公表し市民等からの意見を広く募集して、意見集約を行っています。

（３）生活圏域ごとのニーズ調査の実施

65歳以上の高齢者及び要介護認定者、介護事業所を対象とした高齢者基礎調査、ま

たこれまで行った、事業所や介護者家族への各種アンケート調査の結果から、現状、

課題を洗い出し、今後の施策の方向性について計画に反映しました。

計画案の審議・評価 計画案の提示

現状・課題把握

計画案への

反 映

勝山市介護保険運営審議会
住民の声

・日常生活圏域ニーズ調査

・在宅介護実態調査

・市民代表委員の選出

・介護事業者アンケート
事務局

庁内検討体制

＜2040年までの見通し＞

きらめきプラン

２１－８

第８次計画

2021～2023

2025年及び2040年を見据えた介護保険事業計画の策定

第９次計画

2024 ～ 2026

204１ (令和23年度)2021 (令和3年度)

団塊世代が75歳に

第１４次計画

2039 ～2041

団塊ジュニア世代が 65歳に
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５．評価

【第７次老人福祉計画・介護保険事業計画 評価】

基本

目標
重点項目 主な取り組み 取組の内容

①
高
齢
者
の
生
き
が
い
と
健
康
づ
く
り
の
推
進

・高齢者の健康づくり

の推進

・老人クラブ活動への助成

・ふれあいサロン事業の実施

・健康長寿！一番体操教室の拡大

・老人クラブ及び高齢者連合会が行う

健康づくり活動へ補助金を交付

・フレイル予防事業を実施（R1）。フ

レイルサポーター養成講座（1回）、

健康長寿！一番体操教室実施地区に

おいて、フレイルチェック（2回）、

フレイル予防講座（2回）を実施

・地区サロン等において、フレイル予

防に関する普及啓発34回（R1）

・リハビリテーション専門職による介

護予防の助言指導9回（R1）

・認知症対策の強化（認知症初期

集中支援チームの設置）

・認知症初期集中支援チームを設置し、

検討委員会を開催（2回/年）

・認知症カフェ 21 回（R１）、認知症

フェア（R1）の実施

・介護予防、生活支援

サービスの充実

・介護予防ケアマネジメントを通

じた、訪問型Ａ（軽微な生活支

援）、通所型Ｃ（短期集中型）

サービスの実施

・民間や市民が主体となったサロ

ンの実施

・高齢者のニーズや地域に不足す

る資源の把握と多様なサービ

スの創出

・介護予防ケアマネジメントを通じ、

利用者に必要な訪問型Ａ及び通所型

Ｃサービスを提供

・まちなかカフェ、地区サロンの実施

・生活支援コーディネーターを中心に、

地域の集いの場づくりを推進

・買い物支援体制の検討

・地域の高齢者見守り

活動の推進

・民生委員を中心とした、地域で

の見守り活動

・避難行動要支援者登録を通じた

見守り活動

・地域見守り活動協定事業所との

連携

・避難行動要支援者登録名簿を区長や

民生委員に提供し、要支援者の見守り

を実施

・給食サービス事業やふれあいサロン

事業を実施し、地域の高齢者の見守り

を実施

・新たに市内金融機関等 6事業所と地

域見守り活動協定を締結（R2）
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①
高
齢
者
の
生
き
が
い
と
健
康
づ
く
り
の
推
進

・元気な高齢者による

ボランティア活動

や活躍の場の提供

による生きがいづ

くりの推進

・ボランティアの育成と活動の活

性化を支援

・囲碁・将棋講座などボランティアに

よる生きがいづくり講座を実施

・地域いきいきサポーター養成講座 1

回（R1）、地域いきいきサポータース

テップアップ講座1回（R1）を実施

・健康の駅「湯ったり

勝山」を活用した介

護予防や健康づく

り事業の推進

・健康の駅「湯ったり勝山」での

介護予防事業の実施

・健康の駅 湯ったり勝山を活用した

お出かけサロンとアンチエイジング

講座を実施

・高齢者福祉サービス

の推進

・緊急通報システム、救急医療情

報キットの設置

・緊急通報システム設置台数 168 台

（R2.3 月末現在）

・救急医療キットを民生委員からの依

頼により配布

評 価 課 題

・新たにフレイル予防に取り組み、介護予防事

業を充実することができた

・高齢化率が上昇しているが、要介護認定率が

減少している

◎健康寿命の延伸

H27 男 78.4 歳 女 83.4 歳

H29 男 78.4 歳 女 84.4 歳

◎要介護認定率

H28 18.3% → R1 18.4%

◎新規認定者数

H28 356人 → R１ 358人

・高齢者数の増加に伴い、虚弱になる前のフレイ

ル予防が必要

・感染症対策を踏まえた健康づくり・介護予防、

集いの場づくりの検討が必要

・要支援・要介護認定申請の原因疾患は、認知症

が 38％となっており、今後ますます認知症予

防の取り組みが必要

・独居・高齢者夫婦世帯の増加に伴い、高齢者の

生活ニーズを把握し、多様なサービスの検討が

必要

②
高
齢
者
介
護
体
制
の
充
実

・多様化する高齢者の

ニーズに応じた介

護サービスの推進

・地域包括ケアシステ

ムの構築

・地域ケア個別会議を実施し、自

立に向けたケアマネジメント

と効果的なサービス等の提供、

地域課題の検討と新たなサー

ビスの開発

・多職種連携会議等により関係者

のつながりを深めるとともに、

地域への在宅医療・介護の普及

啓発

・介護人材の確保

・事例相談会 4 回（R1)、地域ケア個

別会議4回（R1)、地域ケア推進会議

1回（R1)を実施

・各地区公民館において、勝山市社会

福祉協議会と共同で多職種連携研修

会を開催（H30、R1）

・介護人材確保奨励金交付事業の実施



第1章 計画策定にあたっての基本的な考え方

-7-

②
高
齢
者
介
護
体
制
の
充
実

評 価 課 題

・事業計画に沿った介護サービスの整備。

・地域ケア会議、多職種連携研修会を継続実施

することにより、参加者同士の顔のみえる関

係づくりや地域課題の共通理解につながっ

た

・市民への在宅介護に関する普及啓発ができた

◎介護サービス利用率

H28 93.3％ → R1 94.1％

◎居宅サービス及び地域密着型サービス受給

率

H28 73.8％ → R1 75.5％

・高齢者のニーズを把握し、施設整備、生活支援

等について検討する

・地域包括ケアシステムの強化のため、在宅医療

介護連携、地域ケア推進会議を継続していく

・認知症になっても安心して暮らすことができる

ことを目指し、市民への普及啓発、認知症の方

と家族を支援する体制が必要

③
高
齢
者
総
合
相
談
・
支
援
の
充
実

・地域包括支援センタ

ー「やすらぎ」のＰ

Ｒと総合的な相談

機能の強化

・地域包括支援センターの更なる

ＰＲ、健康の駅での相談窓口と

の連携

・困難事例に対し、多職種と連携

した相談対応

・市内のスーパー、銀行等に地域包括

支援センターのチラシを配布。介護予

防教室や訪問において周知

・生活困窮や複雑な家庭の問題を抱え

る事例について、福祉や社協等と連携

して対応を行った

・介護者の負担軽減と

健康保持に向けた

施策の充実

・家族介護支援事業の実施

・要介護老人介護者支援金支給事

業の実施

・家族介護支援事業6件（R1）

・認知症家族のお話会6回（R1）

・高齢者の権利擁護と

虐待防止に向けた

事業の推進

・高齢者虐待防止ネットワーク会

議、研修会の実施

・高齢者虐待防止ネットワーク会議 2

回（R1)。事業所対象の虐待防止研修

会3回（R1)。高齢者虐待に関する相

談、対応

・成年後見制度の周知

と活用

・成年後見普及啓発・活用促進事

業の実施

・福井市と連携し、成年後見制度基本

計画の策定と中核機関の設置に向け

た準備

評 価 課 題

・他機関と連携をとりながら、複雑な問題を抱

える事例に対応している

◎地域包括支援センターの相談件数

H28 1,404 件 → R１ 2,240 件

・複雑な多問題を抱える家族に対して、医療、介

護、福祉、地域等と連携した支援体制が必要

・高齢者の増大に伴い、相談件数が増加すると考

えられ、地域包括支援センターの窓口の周知と

体制強化が必要
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【第 8次勝山市総合計画における施策指標】

※健康寿命・・・要介護2～5を健康でない期間として設定。介護保険制度を利用した簡易的なものであり、

疾病や若年者の障害については考慮しない。国などが算出するものとは一致しない。

健康寿命は実績値の公表が翌々年となるため、県の集計年度と1年ずれる。（H30実績は

県公表のH29実績となる）

６．第８次勝山市老人福祉計画・介護保険事業計画の概要

（１）勝山市の現状

【高齢者数の推移と推計】

①令和２年時点で、高齢化率は

36.6％、支え手となる人口が

減少する。

②圏域別では、中部圏域の高齢化

率が高い。（Ｐ.1９参照）

③ひとり暮らし、高齢者のみ世帯

が増加する。（Ｐ.1６参照）

④認知症高齢者数は年々増加して

いく。

⑤75歳以上の後期高齢者数が増

加する。

要介護認定率 Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５

目標値 18.4％ 18.4％ 18.3％ 18.0％ 18.0％ 18.0％

実績値 18.0％ 18.4％ 17.8％ ― ― ―

健康寿命の延伸 Ｈ３０ Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５

目標値（男） 78.6歳 78.6 歳 78.6 歳 78.７歳 78.７歳 78.７歳

目標値（女） 84.0歳 84.0 歳 84.0 歳 84.５歳 84.５歳 84.５歳

実績値（男） 78.４歳 78.0 歳 ― ― ― ―

実績値（女） 84.４歳 84.1 歳 ― ― ― ―

【人口の推計（勝山市）】

22,650 22,391 22,138 21,875

20,028

4,323 4,422 4,523 4,622 5,186

3,959 3,872 3,785 3,698 2,921

36.6%
37.0%

37.5%

38.0% 40.5%

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

R2

（8,247）

R3

（8,271）

R4

（8,292）

R5

（8,317）

R12

（8,125）

32.0%

33.0%

34.0%

35.0%

36.0%

37.0%

38.0%

39.0%

40.0%

41.0%

人口 後期高齢者 前期高齢者 高齢化率

( )内は
高齢者数

人
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【要介護・要支援認定者の推移と推計】

①要介護・要支援認定者数は後期高齢者の増加に伴ってゆるやかに増加し、令和7年か

ら令和12年にピークを迎えると見込まれる。

②要介護認定率は、後期高齢者の増加と前期高齢者の減少により、上昇すると見込まれる。

③介護予防事業等により要介護認定率の上昇を抑制していく。

【勝山市の介護保険の現状】

①県内9市の中で、要介護認定率は５番目である。

②県内9市の中で、施設整備率は33.7％で最も高い。

③後期高齢者のうち３割が要介護認定を受けている。

④要介護認定者のうち３人に１人が認知症である。

（R2.1） （R2.1）

※高齢者・・・65歳以上（＝第1号被保険者）

※前期高齢者・・・65歳以上75歳未満

※後期高齢者・・・75歳以上

※高齢化率・・・人口に占める高齢者の割合

※第2号被保険者・・・40歳以上65歳未満

※要介護認定率・・・高齢者に占める要介護・要支援認定者の割合

※施設整備率・・・入所施設のベッド数／要介護・要支援認定者数

※介護サービス利用率・・・要介護・要支援認定者のうち、介護サービスを利用している方の割合

施設・居住系の

ベ ッ ド 数

要 介 護

認定者数
施設整備率 介護サービス利用率 １人当たりの費用／月

499 1,472人 33.9％ 93.5％ 151,410円

【要介護認定者数の推計（勝山市）】

1,458 1,496 1,516 1,538 1,561 1,555 1,509 1,466

1,316 1,351 1,370 1,386 1,409 1,409 1,367 1,329

121 124 125 126 128 128 124 121

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

R2 R3 R4 R5 R7 R12 R17 R22

総数(2号含む) 後期高齢者 前期高齢者

人
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（２）介護保険制度改正の主な内容

地域共生社会の実現

・地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに対応する市町村の包括的な支援体制の

構築の支援

・地域の特性に応じた認知症施策や介護サービス提供体制の整備等の推進

・医療・介護のデータ基盤の整備の推進

・介護人材確保及び業務効率化の取組の強化

・社会福祉連携推進法人制度の創設

持続可能な制度の再構築

・１号保険料と２号保険料の負担割合の据え置き

第１号保険料（23％） 2号保険料（27％）

・特定入所者介護サービス費の見直し

（負担上限額を医療保険の高額療養費で制度の負担上限額に合わせる）

・高額介護（予防）サービス費の見直し

（高額介護サービス費の負担限度額のうち、現行の現役並み所得者の上限額の見直しを行う）

・要介護認定期間の延長

（更新認定で前回の要介護度と同じ二次判定された場合、有効期限の上限を 48ヶ月に延長する）
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（３）基本理念

『安心して暮らせる長寿社会の実現』

基本目標（重点項目） 第８次計画の主な取り組み

①高齢者の健康づくりと生き

がいづくりの推進

・高齢者の健康づくりの推進

・元気な高齢者によるボランテ

ィア活動や活躍の場の提供

による生きがいづくりの推

進

・フレイル予防事業の推進

・介護予防事業等による集いの場づくりの推進

・高齢者の保健事業と介護予防の一体化事業の推進

・リハビリテーション専門職を活用した介護予防事業

ふれあいサロン事業の実施

・ボランティアの育成と活動の活性化を支援

②高齢者介護体制の充実

・多様化する高齢者のニーズに

応じた介護サービスの推進

・介護予防、生活支援サービス

の充実

・地域ケア会議の推進

・在宅医療・介護連携の推進

・認知症対策の充実

・地域の高齢者見守り活動の推

進

・高齢者福祉サービスの推進

・介護給付の適正化

・介護人材の確保・育成・定着

・高齢者の住まいの確保

・災害に対する備え

・新型インフルエンザ等の感染

症対策の取り組み

・市民や医療・介護関係者等への自立支援、重度化防止

の普及啓発

・高齢者のニーズや地域に不足する資源の把握と多様な

サービスの創出

・地域ケア個別会議、多職種連携研修会の実施

・在宅医療・介護の普及啓発

・介護人材の確保

・認知症相談窓口の周知

・民生委員や地域見守り活動協定事業所等と連携した見

守り活動の実施

・緊急通報システム、救急医療情報キットの設置

・医療、介護及び障害福祉人材確保奨励金交付事業の実

施

③高齢者総合相談・支援の充実

・地域包括支援センター「やす

らぎ」のＰＲと総合的な相談

機能の強化

・介護者の負担軽減と健康保持

に向けた施策の充実

・高齢者の権利擁護と虐待防止

に向けた事業の推進

・地域包括支援センターの周知

・重層的支援体制整備の検討

・家族介護支援事業の実施

・成年後見制度利用促進体制の充実

・成年後見制度・高齢者虐待防止の普及啓発

・高齢者虐待防止ネットワーク会議、出前研修会の実施
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（４）介護保険サービスの整備について

１）第７次計画期間中の介護サービス整備状況

①小規模多機能型居宅介護 11名の登録定員増

②介護予防通所介護相当サービス 10名の登録定員新設

２）第８次計画期間中の介護サービス整備

①地域密着型サービス

介護保険サービスのうち、地域密着型サービスは保険者が指定します。

要支援・要介護状態となっても住み慣れた地域で生活することができるよう、日常生

活圏域（中学校区）ごとに整備を行っています。

第８次計画期間中のサービス整備予定、限度数は下記のとおりとします。

②地域密着型以外の介護サービス

サービス種類

第７次

までの

限度数

第７次までの整備数
第８次限度基準

第８次

期間の

限度数南部 中部 北部 合計

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 0 ― ― ― 0

夜間対応型訪問介護 0 ― ― ― 0

地域密着型通所介護 0 ０ 2 ０ 2

認知症対応型通所介護 0 1 1 0 2

小規模多機能型居宅介護 0 1 1 0 2

認知症対応型共同生活介護 0 1 1 1 3

地域密着型特定施設入居者生活介護 0 ― ― ― 0

地域密着型介護老人福祉施設生活介護 0 0 1 0 1

複合型サービス 0 ― ― ― 0
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【総論Ⅱ】

第２章

高齢者を取り巻く現状
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１．人口推移と推計

勝山市の総人口は年々減少しており、令和７（2025 年）には 21,362 人になると推計

しています。また、男女とも 65 歳未満の人口が減少しています。

その一方で、高齢者数及び高齢化率は増加しています。団塊の世代が後期高齢者世代と

なる令和７年（2025 年）以降も後期高齢者数は増え続け、高齢化率についても令和７年

時点で 39.1％となる見込みです。高齢化率の上昇は、65 歳未満の人口減少も大きな要因

となっています。

【勝山市と国の齢化率（5年ごとの推計）】

【勝山市の人口推計】

（ ）内は高齢者数

26,961
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国の高齢化率は、国勢調査からの推計
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【勝山市の人口構成】

令和 7年

令和 2年

335 

379 

439 

402 

381 
497 

466 

529 

569 

651 

709 

570 

669

785

924
895

501

315

229

318 

360 

384 

403 

350 
488 

395 

488 

546 

630 

689 

631 

739

834

981
912

689

589

691

02004006008001,0001,200

 0- 4

 5- 9

10-14

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70-74

75-79

80-84

85-89

90-

0 200 400 600 800 1,000 1,200

男 女

349 
413 

480 

481 
457 

470 
531 

579 
649 

720 

575 
681 

820
990

1000

633
469

310
197

339 
376 

446 

478 
508 

405 
483 

551 
641 

708 

636 
740 

852
1005

964

763
734

641
576

02004006008001,0001,200

 0- 4

 5- 9

10-14

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70-74

75-79

80-84

85-89

90-

0 200 400 600 800 1,000 1,200

男 女



第 2 章 高齢者を取り巻く現状

- 16 -

２．世帯構成の状況

勝山市の総世帯数は、平成 27 年の 8,084 世帯と比べ、令和 2 年時点で 7,965 世帯と

なり、119 世帯減少しています。高齢単身世帯と老夫婦のみの世帯が増加しており、老々

介護世帯など、地域で何らかの支援が必要な世帯の割合も増えていと考えられます。核家

族化が進んでいることもあり、引き続き行政と連携した地域ぐるみでの見守り体制の強化

が重要となっています。

【世帯構成の推移】

３．平均寿命と健康寿命

平均寿命と健康寿命の差は、平成 30 年で男性は 1.6 歳、女性が 3.5 歳となっていま

す。この期間が要介護状態である期間と考えられ、平成 28 年と比べると、男性は同じ、

女性は 0.2 歳上がりました。健康寿命と平均寿命の差を少しでも短くすることを目標に

して、各種取り組みを進めていく必要があります。

【勝山市の健康寿命と平均寿命】

平 均 寿 命 と
健康寿命の差

男 女

H28 1.6 歳 3.2 歳

H29 1.6 歳 3.3 歳

H30 1.6 歳 3.5 歳

※ 健康寿命
Ｐ.8 の説明参照

福井県健康増進課統計
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3,131

3,169

3,381

3,395

3,434

2,530

2,526

2,566

2,587

2,637

2,711

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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7,965世帯

令和元年
7,964世帯

平成30年

7,978世帯

平成29年
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平成28年
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平成27年

8,084世帯

高齢単身世帯

老夫婦のみの世帯

（夫婦とも65歳）

その他高齢者のい

る世帯

高齢者のいない世

帯

高齢者福祉基礎調査

各4月1日現在

単位：世帯
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４．要介護・要支援認定者数の推移と推計

（１）要介護認定者の推移

勝山市の要介護・要支援認定者数を介護度別に見ると、平成 28 年度から令和 2 年度の

５年間で要支援者の割合が減少しています。特に要支援１では、平成 28 年度の介護予防・

日常生活支援総合事業開始に伴い、総合事業対象者としてサービスを利用することができ

るようになったため、減少しています。要介護認定率は、近年 18％台から減少傾向で推移

しています。

【要介護・要支援認定者数、認定率の推移】

（２）要介護・要支援認定者の内訳

【第１号被保険者数、認定者、認定率】

75 歳以上の後期高齢者のうち、約 3 割が要介護認定を受けています。

【後期高齢者の介護度別認定者】

後期高齢者の介護度別割合は、要介護２の方が多いですが、大きな差は見られません。

内 訳 被保険者数 要支援者 要介護者数 認定者合計 認定率

第 1 号被保険者 8,208 259 1,200 1,459 17.8%

前期高齢者 3,839 29 92 121 3.2%

後期高齢者 4,369 230 1,108 1,338 30.6%

要支援 1 要支援 2 要介護 1 要介護 2 要介護 3 要介護 4 要介護 5 合 計

46 人 184 人 207 人 281 人 248 人 221 人 151 人 1,338 人

3.5% 13.8% 15.4% 21.0% 18.5% 16.5% 11.3% 100%

介護保険事業状況報告
R2.3 月末現在

125 85 81 64 52

223 230 218 211 213

217 222 211 232 221

299 310 311 321 316

228 242 252 279 270

249 239 237
264

239

190 185 160
166

170

18.6% 18.3% 18.0% 18.4% 17.8%
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1,400 
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1,800 

H28

(1,531)

H29

(1,513)

H30

(1,496)

R1

(1,537)

R2

(1,481)

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

要介護５

要介護４

要介護３

要介護２

要介護１

要支援２

要支援１

要介護認

定率

（ ）内は認定者数総数

介護保険事業状況報告
各 3 月末現在

人
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（３）被保険者数、要介護・要支援認定者数の推計と実績

前期高齢者、後期高齢者ともに、推計値よりも実績値が低くなっています。推計よりも

早い速度で被保険者数が減少しています。（推計値は第７次計画時の値）

要介護・要支援認定者数は、推計値よりも実績値が低くなっています。上記の第 1 号

被保険者数の推計との差や、介護予防の効果が反映されたものと思われます。

令和３年度から令和５年度の第８次計画期間中は、高齢者数および要介護・要支援認定

者数は緩やかに増加すると考えられます。しかし、団塊の世代が後期高齢者へと移行する

令和７年度（2025 年）から、後期高齢者数が最大となる令和 12 年度（2030 年）に

は、要介護認定者数がピークを迎えると見込まれます。

【要介護・要支援認定者数、認定率の推計】

Ｈ30
（推計）

Ｈ30
（実績）

R1
（推計）

R1
（実績）

R2
（推計）

R2
（実績）

第 1 号被保険者数 8,283 8,196 8,359 8,214 8,438 8,235

前期高齢者数 3,841 3,795 3,899 3,772 3,960 3,910

後期高齢者数 4,442 4,401 4,460 4,442 4,478 4,325

Ｈ30
（推計）

Ｈ30
（実績）

R1
（推計）

R1
（実績）

R2
（推計）

R2
（実績）

要支援 1 83 75 85 62 85 50

要支援 2 235 218 237 204 242 212

要介護 1 220 233 222 227 225 218

要介護 2 312 301 315 314 319 315

要介護 3 260 266 263 275 267 271

要介護 4 240 246 244 265 247 229

要介護 5 186 174 187 170 190 163

合計 1,606 1,513 1,651 1,517 1,712 1,458

実績値は 9 月末現在

52 50 50 51 52 51 50 50
213 217 219 223 227 226 218 213

220 223 227 232 234 233 226 219

316 325 329 333 338 338 327 318

270 281 282 286 289 288 282 273

239 235 239 240 246 246 238 230

170 165 170 173 175 173 168 163

17.8% 18.0% 18.2% 18.5% 18.7% 19.2% 19.7% 19.9%

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

R2

(2020)

R3

(2021)

R4

(2022)

R5

(2023)

R7

(2025)

R12

(2030)

R17

(2035)

R22

(2040)

0.0%
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認定率

人
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５．日常生活圏域の状況

勝山市では、中学校区（3 地区）を日常生活圏域と設定しています。

高齢者人口は、中部地区と南部地区が高いのに対し、高齢化率は北部地区と中部地区が

高くなっています。高齢者のみの世帯は、北部地区と南部地区がほぼ同じ割合で、中部地

区が高くなっています。

日常生活圏域別で比較すると、中部地区が高齢化率と高齢者世帯の割合が最も高いと言

えます。

【日常生活圏域の人口等の概況】

【日常生活圏域の世帯の概況】

1,705

3,338

2,919

1,262

2,344

1,829
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571
471
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534
339

18.8%
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し世帯の割

合
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の割合
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5,379

9,286

8,112
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2,739

36.6%
38.1%

33.8%
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40.0%

人口
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人
高齢者福祉基礎調査
令和 2 年 4 月 1 日現在
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６．介護サービス事業所の状況

【市内介護サービス事業所一覧】
令和2年4月1日現在

事業者　/　圏  域 北部 定員 中部 定員 南部 定員

さくら荘 90 さつき苑 80

シルバーケア九頭竜 75

介護老人保健施設 鷲巣苑 63
福井勝山総合病院付属介
護老人保健施設

100

居宅介護支援事業所 わかば居宅介護 勝山市社会福祉協議会
ケアプランセンター九頭
竜

鷲巣苑居宅介護 さくら荘居宅介護 さつき苑居宅介護

福井勝山総合病院付属居
宅介護

県民せいきょう居宅介護

訪問介護
勝山市社会福祉協議会
ホームヘルプサービスセ
ンター

県民せいきょうホームヘ
ルプサービス

さくら荘訪問介護セン
ター

花水木（介護タクシー）

訪問入浴介護 さつき苑訪問入浴介護

訪問看護
福井勝山総合病院附属訪
問看護

さつき苑訪問看護

クリニカ・デ・ふかや

通所介護
デイサービスセンターえ
がお

25
さくら荘デイサービスセ
ンター

35
さつき苑デイサービスセ
ンター

25

ひなたぼっこデイサービ
スセンター

25
デイサービスセンターわ
かば

35
デイサービスセンター九
頭竜

30

悠々いきいき倶楽部ちゃ
ま

10

通所リハビリ 鷲巣苑デイケアセンター 60
福井勝山総合病院付属介
護老人保健施設

40

さくら荘 (8) さつき苑 (10)

シルバーケア九頭竜 (5)

ショートステイ（医療系） 鷲巣苑
福井勝山総合病院付属介
護老人保健施設

特定施設入所者生活介護 県民生協勝山きらめき 10

あさひけやハイツ九頭竜 10

認知症対応型共同生活介護
愛の家グループホーム勝
山荒土

18
愛の家グループホーム勝
山野向

18
グループホームはなみず
き

15

小規模多機能型居宅介護
よろこんでハウス・サン
プラザ

29
県民せいきょう小規模多
機能ホーム勝山きらめき
ハウス

29

認知症対応型通所介護
デイサービスセンターよ
しの

12 デイサービスはなみずき 12

ユニット型地域密着型
介護老人福祉施設

さくら荘 20

通所介護
悠々いきいき倶楽部
ちゃま

(10)

総合

事業
介護予防通所介護相当サービス カロリロ福井勝山店 10

サービス付高齢者向け住宅

（有料老人ホーム）
県民生協勝山きらめき 10

住宅型有料老人ホーム わかば 23 たいよう 14 あさひけやハイツ九頭竜 9

※医療系ショートステイ定員は、各施設定員数に含まれる

※居宅介護支援、訪問系サービスは定員が一定しないため「－」で表記

介護老人福祉施設

ショートステイ（福祉系）
（各定員の内数）

地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
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第３章

高齢者福祉・介護サービス事業の

現状と方向性
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１．地域包括ケアシステムの推進

団塊の世代が７５歳以上となる 2025 年を見据え、高齢者が可能な限り住み慣れた地域

で自分らしい暮らしを続けることができることを目指し、医療・介護・介護予防・住まい・

日常生活の支援が一体的に提供される地域包括ケアシステムの深化・推進に取り組んでき

ました。

また、2025 年が近づく中で、団塊ジュニア世代が 65 歳以上となる 2040 年に向け、

総人口、現役世代人口が減少し、高齢人口がピークを迎えるとともに、介護ニーズの高い

85 歳以上人口が急速に増加することが見込まれています。高齢者の単独世帯や夫婦のみ

の世帯の増加、認知症の人の増加も見込まれるなど、介護サービス需要がさらに増加・多

様化することが想定される一方、現役世代が減少し、高齢者介護を支える人的基盤の確保

が重要です。

このことを踏まえ、①自立支援、介護予防・重度化防止の推進、②介護給付等の対象サ

ービスの充実・強化、③在宅医療の充実及び在宅医療・介護連携を図るための体制の整備、

④日常生活を支援する体制の整備、⑤高齢者の住まいの安定的な確保、に配慮して、介護

サービスを提供する体制の確保及び地域支援事業の実施を図り、地域包括ケアシステムの

構築に努めることが重要です。

また、地域包括ケアシステムは地域共生社会の実現に向けた中核的な基盤となり得るも

のであり、今後、包括的な支援体制の構築等の社会福祉基盤の整備とあわせて地域包括ケ

アシステムの推進や地域づくり等に一体的に取り組み、地域共生社会の実現を図っていき

ます。

＊地域共生社会・・・高齢者介護、障害福祉、児童福祉、生活困窮者支援などの制度・分野の枠や「支

える側」、「支えられる側」という従来の関係を超えて、人と人、人と社会がつながり、一人ひとりが

生きがいや役割を持ち、助け合いながら暮らしていくことのできる包摂的な社会
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２．高齢者の生きがいと健康づくりの推進

（１）高齢者の健康づくりの推進

高齢者が要介護状態になっても生きがい・役割をもって生活できるように、住民主体の

介護予防活動の育成及び支援を行います。

現状

・勝山市の介護が必要となる原因疾患は、認知症、脳血管疾患、骨折・骨関節変形が多く、

全体の 70％以上を占めています。

・高齢者が治療を受けている病気では、高血圧や筋骨格系が多い状況です。

・「週に 1 回以上外出している人」は、2017 年は 93.1％でしたが、2020 年は 90.5％

と減少しています。

・「15 分くらい続けて歩いている人」は、2017 年では、72.0％でしたが、2020 年で

は 67.8％と減少しています。

認知症, 

471 人, 

38%

脳血管疾患 , 

236 人, 

19%

骨折・骨関節変

形, 205人, 

16%

心疾患, 

69人, 6%

がん, 

48人, 4%

パーキンソン

病, 27 人, 2%

高血圧, 

19人, 2%

精神疾患, 

17人, 1%

その他, 

156 人, 12%

【介護が必要となった原因疾患】

資料：令和元年度　介護認定主治医意見書
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【現在治療中、後遺症のある病気】

資料：日常生活圏域ニーズ調
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・週 1 回の通いの場の参加率は H28 年は 1.8％で、H30 年は 1.5％です。

・新規要支援・要介護認定者数は、2013 年より減少傾向にあります。

【健康づくり・介護予防に関する実施状況】

課 題

・高齢者の外出頻度が減少しています。通いの場の利用促進や閉じこもり等で何らかの支

援を要する方を介護予防事業や介護サービス等につなげることが必要です。

・介護が必要となった原因疾患は、認知症が最も多く、認知症予防の取り組みが重要です。

・生活習慣病が原因で介護が必要となる割合が高いため、保健事業部門と連携した健康づ

くりや介護予防・フレイル予防事業の取り組みが必要です。

・高齢者が地域で健康づくりに関心を持ち取り組むための働きかけが必要です。また、継

項 目 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度

状況把握者数 385 件 262 件 358 件

出前講座参加者人数 3,224 人 2,997 人 2,498 人

フレイル予防
ﾌﾚｲﾙﾁｪｯｸの実施 － － １地区

ﾌﾚｲﾙｻﾎﾟｰﾀｰの養成 － － １２名

健康長寿！一番体操実施地区 ８地区 ７地区 ７地区
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【週１回以上の通いの場の参加率】

勝山市 福井県 全国

資料：見える化システム
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続した取組みができるような支援が必要です。

・令和２年度は新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、通いの場へ集まることが難しい

状況となっています。感染症予防を行いながら高齢者が交流できる体制を整えていく事

が必要です。

今後の方向性

・高齢者が健康を維持し自立して暮らすことができるよう、閉じこもり等、何らかの支

援を必要とする高齢者を把握し、介護予防・フレイル予防、認知症予防の普及啓発を行

うとともに、介護予防の通いの場の充実や、リハビリテーション専門職等と連携した介

護予防を推進します。

・介護予防の推進にあたっては、国民健康保険担当、後期高齢者医療等と連携し、高齢者

の保健事業と一体的に推進します。

・介護予防の取り組みが効果的・効率的な取り組みとなるよう各種データを活用し、Ｐ

ＤＣＡサイクルに沿って、介護予防・重度化防止に取組みます。

・健康づくり、介護予防の推進にあたっては、新型コロナウイルス感染症等の対策を検

討して実施します。

・介護予防の拠点となる健康の駅「湯ったり勝山」を活用して健康づくり・介護予防を推

進します。

【今後の取組み内容】

項目 目 標 主な取り組み内容

介護予防把握事

業

・閉じこもりや運動機能の低下等何

らかの支援を必要とする人を把握

し、支援が必要な人を、介護予防教室

や介護サービス、もの忘れ検診へつ

なげる。

・後期高齢者保健事業との

連携

・独居高齢者、高齢者夫婦世

帯等訪問

・モデル地区における 75 歳

以上高齢者訪問

・もの忘れ検診受診勧奨

介護予防普及啓

発事業

・市民に、自立支援・介護予防に関す

る普及啓発を行う。

・市広報の活用や、地区の集まり等で

介護予防やフレイル予防、認知症予

防についての講座を継続する。

・集いの場への参加を促す。

・高齢者が主体的に地域で取組める

体操教室等の集いの場づくりと活動

の継続を支援する。

・市広報等による普及啓発

・地区ふれあいサロン

・介護予防出前講座

・すこやか健康講座

・水中運動教室

・いきいきサロン

・フレイルチェック

・フレイル予防講座（運動、

口腔、栄養）
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【健康づくり・介護予防に関する数値目標】

・住民主体の通いの場の担い手を養

成する。

・フレイルサポーター養成

講座

・健康長寿！一番体操教室

地域介護予防活

動支援事業

・趣味や特技、サークル活動等を通じ

て社会と交流できる場、技能や経験

を生かしたボランティア活動や就労

的活動による高齢者の社会参加を推

進する。

・地域いきいきサポーター

養成講座

・地域いきいきボランティ

アポイント事業

地域リハビリテー

ション活動支援事

業

・リハビリテーション専門職等と連

携し介護予防、フレイル予防事業を

実施する。

介護予防講座、フレイル予防

講座等において、ハビリテー

ション専門職による助言・指

導を受ける。

項目 現状（令和元年度） 目標（令和５年度）

フレイルサポーターの人数 １２名
30 名

Ｒ3 から毎年 5 名として

フレイルチェックの実施地区 １地区
４地区

Ｒ3 から毎年 1 地区として

リハビリテーション専門職等

と連携した介護予防・フレイ

ル予防教室

1 教室 毎年 2 教室

週１回以上通いの場の参加率

を増やす

１．５％

（Ｈ３０年度）
２．０％
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（２）高齢者によるボランティア活動や活躍の場の提供による生きがいづくりの推進

高齢者が生きがいを持って日常生活を営むためには、生活機能の維持だけでなく、生き

がいをもって日常生活を過ごすことが重要です。趣味や特技、サークル活動等を通じて地

域社会と交流できる場やこれまでに得た技能や経験を生かしたボランティア活動、就労的

活動を通じて、地域や社会を構成する一員として、社会貢献をできる場の提供を推進しま

す。

現状

・65 歳以上の人の生きがいは、「趣味や娯楽」「働くこと」が多いです。

・余暇活動や社会貢献活動は、「地区のサロン」「健康づくりのための運動」「自治会活動」

「趣味活動」が多いです。

277人
66人

77人
31人

141人
235人

278人
165人

120人
21人

53人

健康づくりのための運動

介護予防教室への参加

学習・教養活動（習い事など）

子どもや青少年の育成活動

ボランティア活動

町内・自治会活動

地区のサロン

趣味活動（民謡・カラオケ・園芸など）

何もしていない

その他

無回答

現在行っている余暇活動や社会貢献活動はありますか

資料：H３０住民意識調査

288人
357人

91人
51人

223人
220人
221人

62人
77人

19人
41人

働くこと

趣味や娯楽

勉強や教養

孫守り

家族との団らん

旅行

地域での活動やボランティア
見つけたいと思うが、まだ分からない

特にないし、これからも見つかるとは...

その他

無回答

あなたの生きがいはなんですか

資料：H30住民意識調査
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・ボランティアグループに参加していない人は、H29 年度 50.9％、令和 2 年 57.2％で

す。

課題

・高齢者の生きがいとなる趣味活動、ボランティア活動、就労について、活動の場づくり

や継続できるような支援が必要です。

・ボランティア活動に関心を持ち、活動に取り組めるような体制づくりや支援が必要です。

・高齢者が主体的に参画する活動として老人クラブがあり、長年、様々な活動を通じ生き

がいと健康づくり事業を推進していますが、近年、若手高齢者の、老人クラブへの加入者

数が減少しており、老人クラブ未加入者への加入促進 PR についても検討が必要となっ

てきています。2020 参加 17.1％

今後の方向性

・高齢期においても活動的なライフスタイルを実践したいとする方も増えていることか

ら、他の世代とともに社会の重要な一員として、生きがいを持って活躍できるよう、地域

社会への参画を促進します。

（主な生きがいづくり施策）

①老人クラブへの活動助成

老人クラブの社会参加活動等に助成しその活動を促進することで、老人クラブ等の活動

を活発化、老後の生活を豊かなものにし、明るい長寿社会を目指します。（生きがい健康講

座、スポーツ大会事業、健康づくり事業、健康体操普及、ラジオ体操＆体力測定教室等の

実施）

1.5

1

1

0.9

1.5

1

3.8

4.3

8.3

10.9

50.9

57.2

33

24.6

0% 50% 100%

平成29

令和2年

ボランティアにどのくらいの頻度で参加していま

すか

週4回以上 週2～3回 週1回

月1～3回 年に数回 参加していない
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（今後の取り組み）

会員数が年々減少してきているため、高齢者の年代に合わせた活動の見直しが必要にな

ってきています。高齢者が気軽に参加できるような活動の支援を行うことで、生きがいづ

くり、健康づくり及び介護予防につなげます。

②ふれあいまつり

高齢者連合会員による芸能等の発表を行い相互の親睦と交流を深めます。

③ふくい健康長寿祭への参加

高齢者に適したスポーツ・文化を通じて、積極的な仲間づくりや世代間交流の機会づく

りを提供します。

④ふれあいサロン事業

虚弱あるいは閉じこもりがちな老人を対象に、公共施設を利用して健康チェック、健康

相談や交流事業等を行うサロンを実施しています。サロンの運営形態は各地区に任せてい

ますが、地区によってはサロン開催の中心となる方々が高齢化していて継続が難しいとこ

ろもあります。一方で毎年新たに地区サロンが立ち上がるなど、地区ごとのサロン開催の

裾野は少しずつ広がっています。今後、地域の関心が高まることと、地域ボランティアの

育成も事業を継続していく上で不可欠です。

（今後の取り組み）

高齢者の健康づくりや気心のしれた仲間と集う場として気軽に参加できるよう、関係機

関との連携を密にし、事業がよりよい形で継続発展していくよう支援を行います。また、

介護予防や地区単位での見守り活動の意識の向上を目指して取り組みます。

Ｈ29 年度 Ｈ30 年度 R 元年度

会員数 1,762 人 1,597 人 1,543 人

クラブ数 42 クラブ 39 クラブ 39 クラブ

Ｈ29 年度 Ｈ30 年度 R 元年度

参加人数 516 人 526 人 中止

Ｈ29 年度 Ｈ30 年度 R 元年度

延利用人数 129 人 国体のため実施無 94 人

Ｈ29 年度 Ｈ30 年度 R 元年度

延利用回数 724 回 728 回 706 回
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⑤シルバーサロン事業

６５歳以上の方を対象に、パソコン教室、花教室、カラオケ教室、ヨガ体操教室をそれ

ぞれ年数回、開催しています。市広報紙等で参加を呼び掛けています。

（今後の取り組み）

高齢者の生きがいづくりや趣味を広げる場として、積極的に参加していただけるよう、

関係機関と連携し、周知をするなど支援します。

⑥地域いきいきボランティアポイント事業

地域の高齢者に関するボランティア活動を（例：施設や地区サロン等での介助やレクレ

ーションの補助、ごみ出しなど）奨励・支援し高齢者自身の社会参加を通じて介護予防を

促進します。ボランティア活動の実績に応じポイントを付与し、商品券等（上限有）に引

換えます。

（今後の取り組み）

ボランティア活動のきっかけづくりとし、ボランティアのモチベーションを高め、より

良い活動の継続、生きがいづくりや介護予防へ繋がるよう支援していきます。

⑦地域いきいきサポーター養成講座

高齢者の生きがいや健康づくり、認知症の理解、地域の見守りの意識を持ったボランテ

ィアを養成します。

（今後の取り組み）

新規参加者数を増やすとともに、養成講座参加者がボランティア活動につながり、新た

な生きがいとして取り組めるよう支援んしていきます。

⑧就労的活動の推進（作成中）

Ｈ2９年度 Ｈ３０年度 R 元年度

延利用人数 1１２人 142 人 149 人

Ｈ29 年度 Ｈ30 年度 R 元年度

登録者数 121 人 130 人 124 人

Ｈ29 年度 Ｈ30 年度 R 元年度

参加者数
65 人

（内、新規 8 人）

41 人

（内、新規 10 人）

63 人

（内、新規 21 人）
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３．高齢者介護体制の充実

（１）多様化する高齢者のニーズに応じた介護サービスの推進

介護サービスは、要介護 1～5 の認定を受けた方に対する介護給付と、要支援 1、2 の

認定を受けた方に対する予防給付から成り立っています。居宅サービスと地域密着型サー

ビスは横ばい、施設サービスは減少しています。サービス全体は認定者数に応じて増減し

ますが、施設サービスの減少により、在宅介護の割合が増加しています。

現状

サービス区分ごとの利用者数の推移（介護保険事業状況報告より）

H27.4 H28.4 H29.4 H30.4 H31.4 R2.4

居宅サービス 887 861 897 895 903 874

地域密着型サービス 103 170 177 181 178 168

施設サービス 401 386 370 368 365 352

介護老人福祉施設 207 211 253 256 254 246

介護老人保健施設 179 173 115 110 109 104

介護療養型医療施設 15 2 2 2 1 0

介護医療院(H30.4 創設) － － － ０ 1 2

・要介護認定率は県内市では、5 番目に高い（17.8%） H31.2 末現在

・奥越地区は認知症高齢者の割合が県内市で最も高い 高齢者福祉基礎調査

⇒ 後期高齢者割合が、県内他地区の中で１番高いことも要因と考えられる

・介護保険のサービス利用率は県内市で平均的（93.5％） R2.1 末現在

⇒ これまでは県内市で最も高かったが、他市町に先駆けて介護予防・日常生活支援総

合事業を始めたため、以前と比較して利用率が下がったと思われる。

※認知症高齢者の日常生活自立度・・日常生活でどれくらいの自立度を維持しているかを測定するための指標。

Ⅰ→M までのランク分けがあるが、Ⅱa 以上が日常生活に支障をきたす症状・行動が見られる。

887 861
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（２）介護予防・生活支援サービスの充実

介護予防・生活支援サービス事業は、要支援者等に対して、要介護状態等となることの

予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止及び地域における自立した日常生活の支

援を実施することにより、一人ひとりの生きがいや自己実現のための取組を支援し、活動

的で生きがいのある生活や人生を送ることを目的とします。また、多様な生活支援のニー

ズに対して、住民等の多様な主体が参画し、多様なサービスを充実することにより、効果

的かつ効率的な支援等を可能とし、地域の支え合いの体制づくりを推進することを目的と

します。

【介護予防・生活支援サービス事業実施状況】 （令和 2 年 1０月時点）

【生活支援体制整備事業実施状況】

高齢者やその家族が地域において安心して日常生活を営むことができるよう、生活支援

コーディネーターが中心となり、地域住民がともに支えあう地域づくりを進めています。

第 1 層生活支援コーディネーターを勝山市社会福祉協議会、第 2 層コーディネーターを地

区社会福祉協議会に配置しています。

（取り組み内容）

・地域の実情の把握、通いの場の創設

・一人暮らし高齢者、高齢者夫婦世帯の生活支援サービスのコーディネート

・生活支援の担い手の養成と地域に不足するサービスの創出

・関係者のネットワークづくり（多職種連携研修会、地域ケア個別会議への参加）

・まちなか Caféの運営

・買い物支援体制の構築

・各区長会等へ生活支援体制整備事業についての説明

・地域での支え合いに関する研修会の開催

事業名 種類 実施事業所数

通所型サービス
従前相当サービス 市内 事業所、市外 事業所

通所型 C サービス 市内 ２事業所

訪問型サービス
従前相当サービス 市内 ２事業所、市外 事業所

訪問型 A サービス 市内 3 事業

介護予防ケアマネジメント 勝山市地域包括支援センター
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現 状

・在宅介護実態調査では、「在宅生活の継続に必要と感じる支援・サービス」について、「外

出同行」「移送サービス」「見守り・声かけ」と答えた方が多くなっています。

・隣近所の人とのお付き合いについて、「顔が合えばあいさつ・立ち話をする程度という人

が最も多いです。

10

6

6

5

7

17

24

17

1

0

79

3

0 20 40 60 80 100

配食

調理

掃除・洗濯

買い物（宅配は含まない）

ゴミ出し

外出同行（通院、買い物など）

移送サービス（介護・福祉ﾀｸｼｰ等）

見守り、声かけ

サロンなどの定期的な通いの場

その他

特になし

無回答

在宅生活の継続に必要と感じる支援・サービス　

資料：在宅介護実態調査

3.10%

13.10% 78.90%

1.50%
3.20%

0.20%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

隣近所の人とのお付き合い

特に用事がなくても行き来し、世話をしたりする家族同様の付き合い

よく行き来するが、家庭の中までには入らない

顔が合えばあいさつ・立ち話をする程度

隣近所にどんな人が住んでいるかわからない

近所づきあいはない
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・地域で困っている人がいた時に、「積極的に助ける」「助けようと思う」人は、74.1％で

す。

【生活支援体制整備に関する実施状況】

課 題

・介護予防・生活支援サービスの充実のために地域のニーズや資源の把握が必要です。

・高齢者のニーズに合った適切なサービス選択が必要です。

・地域ケア個別会議の事例検討により、地域資源の情報が不足しており、要介護高齢者等

が地域で参加できる集いの場が不足しているという課題が出されました。

・一人での通院や買い物に不安を感じる人があり、外出同行の支援が求められています。

・見守り、声かけを必要とする方があり、日頃からの近所つきあいや地域の支え合いが必

要です。

・新型コロナウイルス感染症拡大防止のために、これまでのような地区サロンの実施や地

域での交流が難しい状況です。

今後の方向性

ひとり暮らしや高齢者夫婦世帯、認知症の高齢者が増加する中、高齢者の生活を支援す

るためには、医療、介護のサービス提供のみならず、民間企業やボランティア等が主体と

なって行う多様な生活支援サービスや地域の支えあいが求められています。生活支援コー

ディネーターの活動と連携しながら、地域課題の把握と新しいサービスを創出し、高齢者

に適切な支援ができるようにしていきます。

（取り組み内容）

・今後、総合事業のサービスの充実を図るとともに、要介護認定を受けた者が総合事業の

サービスを受けることについても検討していきます。

・第 1 層、2 層の生活支援コーディネーターが中心となり、各地区ごとの地域の課題の把

項 目 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度

不足する資源の開発 資源の把握 資源の把握 資源の検討

8.1%

66.0%

7.3%

1.2%

17.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

地域で困っている人がいたら助けようと思いますか

積極的に助けようと思う 助けようと思う

あまり助けようと思わない 助けようと思わない

わからない
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握や資源の情報収集を行います。

・地域ケア個別会議、多職種連携研修会等と連携し、要介護高齢者等の生活支援の課題を

把握します。

・生活支援コーディネーターと連携し、高齢者のニーズや地域に不足する資源を把握する

とともに、すでに活用できる資源の情報収集や調整等を行い、活用促進していきます。

・新型コロナウイルス等の感染症対策を踏まえつつ、各地区ごとの交流や支え合いができ

るよう支援していきます。

・民間企業やボランティア等が主体となって行う多様な支援、支えあいのあり方を検討し

ていきます。

・ボランティア活動や就労的活動など、元気な高齢者が担い手として活躍することを推進

していきます。

【生活支援体制の整備に関する数値目標】

項目 現状（令和元年度） 目標（令和５年度）

不足する資源の開発 資源の把握・検討 資源の開発
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（３）地域ケア会議の推進

介護支援専門員、主治医、地域の関係機関等の連携、在宅と施設の連携等、地域におい

て、多職種相互の協働等により連携し、個々の高齢者の状況や変化に応じて、包括的かつ

継続的に支援していく包括的・継続的ケアマネジメントが重要であり、地域における連携・

協働の体制づくりや個々の介護支援専門員に対する支援等を行います。

また、包括的・継続的ケアマネジメントを効果的に実施するために、介護支援専門員、

保健医療及び福祉に関する専門的知見を有する者、民生委員その他の関係者、関係機関及

び関係団体により構成される会議を設置に努めます。

現 状

・居宅介護支援事業所代表者会議を開催し、情報共有等行いました。

・研修会や事例相談会等を開催し、介護支援専門員や地域の関係機関、多職種の連携・協

働の体制づくり、個々の介護支援専門員に対する支援等を行ってきました。

・多職種の専門職による助言を得ながらケアマネジメントにつなげるための地域ケア個別

会議を実施しました。

・地域ケア推進会議を開催し、研修会や事例相談会、地域ケア個別会議等で検討した事例

から共通する地域課題等について話し合いを行いました。

【地域ケア会議の推進に関する実施状況】

課 題

・地域住民の抱える課題が複雑化・複合化しており、地域包括支援センターだけでは支援

が難しいケースが増えている。

・地域ケア個別会議、事例相談会による事例検討の積み重ねにより、次のような課題が出

され、課題に対する対策の検討が必要です。

【地域ケア個別会議を実施してみえた課題】

・市民、医療・介護サービス事業者ともに自立支援・重度化防止についての

意識の向上が必要。

・地域資源の情報不足

・要介護認定者等が参加できる地域活動の不足 など

・新型コロナウイルス感染症により、事例検討会やグループワークの実施が難しい状況が

あります。

項 目 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度

居宅介護支援事業所代表者会議 ４回 ４回 ４回

事例相談会 ４回 ３回 ４回

地域ケア個別会議の開催数 ４回 ６回 ４回

地域ケア推進会議 ― ― 1 回
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今後の方向性

地域ケア会議の 5 つの機能（個別課題の解決、ネットワーク構築、地域課題の発見、

地域づくり、資源開発、政策の形成）を発揮し、多職種連携研修会、生活支援体制整備

事業等との関との連携・協働による地域包括支援ネットワークの構築を進めていきます。

（取り組み内容）

・地域ケア個別会議が高齢者の自立支援につながるよう、参加者の質の向上と会議の定

着を図ります。

・事例検討を積み重ねることにより出された課題について、生活支援コーディネーター

と連携し、新たな支援やサービスの開発に努めていきます。

・支援困難ケースが増えており、障害、生活困窮等の様々な担当部署と連携し対応でき

るようにしていきます。

・新型コロナウイルス感染症等の感染予防を踏まえた事例検討会の実施方法を検討しま

す。

【地域ケア会議の推進に関する数値目標】

項 目 現状（令和元年度） 目標（令和５年度）

地域ケア会議の開催数 ４回 ４回

地域包括ケア

推進協議会

多職種連携研修会

認知症初期集中

支援チーム

認知症初期集中支援チー

ム

生活支援体制整備事業

生活支援コーディネーター

協議体

地域ケア個別会議

高齢者の自立に向けたケアマネジメ

ントと効果的なサービスの提供

地域課題の把握

地域づくり・資源開発

-地域ケア会議の推進
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市内にい

る　 

84.7%

市外にい
る　 

6.7%

いない　

8.3%

無回答　

0.3%

【かかりつけ医の有無】

資料：H30住民意識調査

市内にいる79%

市外にい

る8%

いない11% 無回答2%

【かかりつけ歯科医の有無】

資料：H30住民意識調査

（４）在宅医療・介護連携の推進

医療と介護の両方を必要とする状態の高齢者が、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを

人生の最後まで続けることができるよう、在宅医療と介護を一体的に提供するために、医

療機関と介護事業所等の関係者の連携を推進します。

現 状

・65 歳以上の人のうち、かかりつけ医を持っている人は、91.4％、かかりつけ歯科医

を持っている人は 87.0％であった。（H30 住民意識調査より）

・令和元年度の介護保険認定申請原因疾患のうち、認知症が 471 人（37.7％）と最も

多かった。また、医療ニーズの高い「がん」は 48 人（3.8％）、「パーキンソン病」は

27 人（２.2％）であった。

・在宅介護実態調査では、訪問診療を利用している人は、13.4％であり、そのうち、要

介護度別の利用状況をみると要介護度が重いほど、訪問診療の利用割合が増加する傾

向がみられた。

0.0%

12.5%

3.6%

12.5%

13.6%

15.4%

55.6%

100.0%

87.5%

96.4%

87.5%

86.4%

84.6%

44.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

要支援１(n=6)

要支援２(n=16)

要介護１(n=28)

要介護２(n=32)

要介護３(n=22)

要介護４(n=13)

要介護５(n=9)

【要介護度別・訪問診療の利用割合】

利用している 利用していない

資料：在宅実態調査
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・主な介護者が「不安に感じる介護」は、「認知症状への対応」と「日中・夜間の排泄」

「屋内の移乗・移動」が多い。「医療面での対応」に不安を感じる人もあった。

【在宅医療・介護連携の推進に関する実施状況】

課 題

・要介護度が重いほど訪問診療の利用割合が多くなっており、日頃からのかかりつけ医

との関係づくりが必要です。

・医療コーディネートに関する相談が年々増えています。

・介護保険認定の原因疾患は、認知症が最も多く、介護者が不安に感じる介護も認知症

状への対応となっており、認知症の対応力強化が重要となっています。

・医療ニーズの高い、「がん」「パーキンソン病」の方もあり、医療と介護の連携は重要で

す。

5

5

0

0

2

7
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3
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1

1

1

1

3

1
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4
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8
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2

5
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4

3

5

0

9
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8

5

1

2

12

5

0

9

6

3

2

2

7

5

0

0 5 10 15 20 25 30 35 40

日中の排泄

夜間の排泄

食事の介助（食べる時）

入浴・洗身

身だしなみ（洗顔・歯磨き等）

衣服の着脱

屋内の移乗・移動

外出の付き添い、送迎等

服薬

認知症状への対応

医療面での対応（経管栄養、ストーマ 等）

食事の準備（調理等）

その他の家事（掃除、洗濯、買い物 等）

金銭管理や生活面に必要な諸手続き

その他

不安に感じていることは、特にない

主な介護者に確認しないと、わからない

【介護者が不安に感じる介護】　　　ｎ＝116　内、無回答１

要支援１・２ 要介護１・２ 要介護３以上 資料：在宅介護実態調査

項 目 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度

地域包括ケア推進協議会の開催 ２回 ２回 ２回

医療コーディネートに関する相

談
８件 １０件 29 件

多職種連携研修会の開催 ３回 ５回 ５回
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・近年、災害や感染症の発生により、医療と介護の利用が困難となる状況があります。

・在宅ケアを推進するには、家族負担の軽減や緊急時の対応を充実し安心して介護でき

る体制づくりが必要です。

・在宅で医療や介護を受けながら生活するために、市民が医療のかかり方、延命治療の

在り方などについての理解が必要です。また、老後をどのように生きるかを考え、意思

表示できるように準備しておくことが必要です。また、在宅ケアについて、本人や家族

が理解し、そのための心構えを持つことも大切です。

今後の方向性

医療ニーズ及び介護ニーズを併せ持つ慢性疾患または認知症等の高齢者の増加が見込ま

れることから、入退院支援、日常の療養支援、急変時の対応、看取り、認知症の対応力強

化、感染症や災害時対応等の様々な局面において、地域における在宅医療及び介護の提供

に携わる者、その他の関係者の連携を推進するための体制の整備を図ります。

（取り組み）

【在宅医療・介護連携の推進に関する数値目標】

事業内容 主な取り組み

①地域の医療・介護の資源の把握 地域の医療・介護の情報収集

②在宅医療・介護連携の課題の抽出と対

応策の検討

地域包括ケア推進協議会、地域ケア会議の開

催

③切れ目のない在宅医療と在宅介護の

提供体制の構築推進

①②⑤の実施により推進

④医療・介護関係者の情報共有の支援 医療・介護関係者の情報共有の支援

⑤在宅医療・介護関係者に関する相談支

援

ケアマネジャー等からの困難ケース等の相談

対応

⑥地域住民への普及啓発 地域住民へのかかりつけ医や終末期を迎える

ための準備等の講座開催

⑦医療・介護関係者の研修 多職種連携研修会の開催

⑧在宅医療・介護連携に関する関係市区

町村との連携

「福井県退院支援ルール」に関する関係市町

との連携

項 目 現状（令和元年度） 目標（令和５年度）

地域包括ケア推進協議会の開催 ２回 ２回

多職種連携研修会の開催 ３回 ５回
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－ 勝山市の在宅ケア推進のイメージ －

「できるだけ在宅・ときどき施設や入院・必要な時は施設入所」

ご近所・ボランティア

自治会・高齢者連合会

地域包括ケア推進協議会

地域ケア会議

かかりつけ医

地域包括支援センター

医療コーディネーター

連携

生活支援

☆民間サービス

☆社会福祉協議会

☆シルバー人材センター

☆福祉サービス など
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（５）認知症対策の充実

認知症の人ができる限り地域のよりよい環境で自分らしく暮らし続けることができるよ

うに認知症対策に取り組みます。

現 状

・日常生活圏域ニーズ調査より、65 歳以上の人で認知症の相談窓口を知っている人は、

39.4％です。

・令和元年度要介護認定申請の主な原因疾患は、「認知症」が 38％ともっとも多く、その

割合は年々増加傾向にあります。

・令和 2 年 4 月 1 日現在の 65 歳高齢者のうち、認知症高齢者数は 1,086 人で、高齢者

全体に占める割合は 13.2％となっています。

・認知症予防となりうる介護予防事業、集まる場、趣味活動など、様々な形の外出・交流

を推進していますが、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、外出・交流の機会が

減少しています。

はい, 39.4%
（346人）

いいえ, 56.0%
（492人）

無回答,4.7%
（41人）

0% 50% 100%

相談窓口を知っている

認知症の相談窓口を知っていますか

資料・日常生活圏域ニーズ調査

1,108 1,106 1,110 1,126 1,114 1,086

13.8% 13.6% 13.6% 13.7% 13.5% 13.2%

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

人

H27 H28 H29 H30 H31 R2

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

14.0%

16.0%

「認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱ」以上の推移

認知症高齢者数 65歳以上高齢者数 65歳以上高齢者に占める割合

8,024 8,1798,110 8,216 8,274 8,247

資料・高齢者福祉基礎調査（毎年4月1日）



第 3 章 高齢者福祉・介護サービス事業の現状と方向性

- 43 -

・65 歳以上の認知症患者数は、令和 7 年で 1,600～1,800 人程度と推計されますが、

令和１２年には 1,700～1,900 人となり、令和２２年には、高齢者数の減少により、

1,500 人から 1,900 人程度になると推計されます。

【65 歳以上の認知症患者数と有病率の将来推計】

＊65 歳以上高齢者数は、「見える化システム」より

＊算出資料：「日本における認知症の高齢者人口の将来推計に関する研究」（平成 26 年度厚生労働科

学研究費補助金特別研究事業、研究代表者 九州大学 二宮教授）」より

【認知症対策に関する実施状況】

＊令和元年度に認知症フェアの開催

＊令和 2 年度に勝山市ケアパスを作成し、市内店舗や金融機関へ設置

課 題

・認知症相談窓口の周知が必要です。

・軽度認知障害（MCI）の時期に、早期受診、早期対応が求められます。

・今後、認知症の人が増加することが予想され、認知症の人とその家族を支援する体制づ

くりが必要です。

・感染症拡大防止により、新しい交流の持ち方を検討していくことが必要です。

2015

（平成２8 年）

2020

（令和２年）

2025

（令和 7 年）

2030

（令和１２年）

2040

（令和 22 年）

65 歳以上の高齢者数 8,185 8,574 8,521 8,206 7,315

各年齢層の認知症有病率

が、2012 年以降一定の

場合

認知症

患者数
1,285 1,475 1,619 1,707 1,565

有病率 15.7％ 17.2％ 19.0％ 20.8％ 21.4％

各年齢層の認知症有病率

が、2012 年以降も糖尿病

有病率の増加により上昇す

る場合

認知症

患者数
1,310 1,543 1,755 1,904 1,858

有病率 16.0％ 18.0％ 20.6％ 23.2％ 25.4％

項 目 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度

認知症サポーター養成講座 １７回 １６回 １２回

認知症地域支援推進員相談延

件数
２３件 ３４件 ３９件

認知 症 カ フ ェ （つ な が る

cafe、家族会等）

18 回実施

延 103 人

24 回実施

延 140 人

21 回実施

延 182 人

認知症初期集中チームの活動 ―
検討委員会 2 回

チーム員連絡会 1 回

検討委員会 1 回

チーム員連絡会 1 回
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今後の方向性

高齢化が進み、認知症の人の数も増加していくことが予想されます。認知症になっても、

住み慣れた勝山市で暮らしていけるよう、認知症施策推進大綱に基づき、「共生」と「予防」

を両輪として、次の１～５の柱に沿って進めていきます。また、医療、介護の専門職のみ

ならず、地域住民とともに、認知症の方とその家族を支援する体制を検討していきます。

＊「共生」とは・・・「認知症の人が、尊厳と希望持って認知症とともに生きる、また、認知症が

あってもなくても同じ社会でともに生きる」という意味

＊「予防」とは・・・「認知症にならない」という意味ではなく、「認知症になるのを遅らせる」

「認知症になっても進行を緩やかにする」という意味

（取り組み内容）

【認知症施策に関する数値目標】

項目 主な取り組み

①普及啓発・本人発信支援

・広報等による認知症の普及啓発

・相談窓口の周知

・認知症サポーター養成講座を職域や学生に対して実施（拡

大）

・世界アルツハイマーデー及び月間などでイベント等によ

り普及啓発

②予防

・認知症予防講座の開催

・集いの場への参加を推進

・通いの場等において、専門職による相談

③医療・ケア・介護サービス・

介護者への支援

・認知症専門医・かかりつけ医との連携

・認知症初期集中支援チームの活動推進、検討委員会の開

催、チーム員連絡会の開催

・認知症地域支援推進院による認知症カフェの実施

・認知症ケアパスの周知と活用

・認知症カフェ等により、家族同士の交流や家族教室の実施

④認知症バリアフリーの推

進・若年性認知症の人への支

援・社会参加支援

・地域の見守り体制の強化

・認知症サポーターによる本人、家族を支援する（チームオ

レンジ）の体制の検討。

・成年後見制度の利用促進

・若年性認知症の人の相談対応、若年性認知症支援コーディ

ネーターへつなげる。

項目 現状（令和元年度） 目標（令和５年度）

認知症相談窓口の認知度 39.4％
43.3％

（１割増加）
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（６）地域の高齢者見守り活動の推進

現 状

・勝山市の世帯数は減少していますが、高齢者のひとり暮らし又は夫婦のみの世帯は増加

しています。また、同居世帯でも、日中は高齢者ひとりとなる世帯があります。

・認知症の高齢者が増えており、徘徊などで家族の介護負担は大きくなっています。

・高齢者虐待など周囲の見守りが必要なケースがあります。

（実施状況）

＊民生委員や近所との情報共有

＊令和 2 年度地域見守り活動協定事業所に、金融機関等 6 事業所が追加。

＊令和 2 年度から QR コードの見守りシールを活用した勝山市見守り事業を開始。

課題

・地域住民ひとりひとりが虐待や介護、認知症について知り、勝山市の現状を踏まえて、

地域での見守りの必要性を理解することが必要です。

・地域見守り事前登録制度や勝山市見守り事業の周知が必要です。

・家族が、本人の状況を適切に知り、地域や専門家の支援を得ることの必要性を理解し、

支援を求める行動や発信ができることが必要です。

・自主防災組織をはじめとする地域、民生委員、見守り活動協定事業所との見守りネット

ワークの拡大・情報共有が必要です。

今後の方向性

高齢者が住み慣れた地域で安心して生活を続けていくためには、「自助」「共助」「公助」

「互助」それぞれが効果的に機能する取り組みが必要ですが、特に「自助」と「互助」の

果たす役割が大きくなっています。地域の見守り力を高め、高齢者自身が自分で身を守る

ことができ、必要時に支援を求めることができるような取り組みを行っていきます。また、

地域住民による地域での見守りの必要性、認知症の理解を促します。

（取り組み）

・地域での見守りについての周知や講座等を開催します。

項 目 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度

地域見守り活動協定事業所
２３事業所

1 協会

2２事業所

1 協会

２２事業所

1 協会

勝山市地域見守り事前登録

者数
23 件 28 件 28 件

認知症サポーター養成講座 17 回 464 人 16回237人 12 回 251 人
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・認知症高齢者等の行方不明時の早期対応、発見につながるように地域や家族に事

前登録制度や勝山市見守り事業を周知し、効果的な活用を促進します。

・高齢者徘徊 SOS ネットワークや、警察、見守り活動協定事業所、民生委員や地域の

組織との連携により、地域での見守り活動を推進します。

－人を支えるもの－

●自分のことを自分でする

●自らの健康管理（セルフケア）

●市場サービスの購入

自助

●当事者団体による取組

●高齢者によるボランティア・

生きがい就労

●ボランティア活動

●住民組織の活動互助

●介護保険に代表される

社会保険制度及びサービス

共助

●ボランティア・

住民組織の

活動への

公的支援

●一般財源による

高齢者福祉事業等

●生活保護

●人権擁護・虐待対策

公助
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（７）高齢者福祉サービスの推進

現状と課題

ひとり暮らし高齢者等が増加し、軽度の支援を必要とする高齢者が増加する中、生活支

援の必要性が高まっています。見守りが必要とされる世帯には、民生委員と連携し、緊急

通報システムの貸与や救急医療情報キットの設置、給食サービス等の事業を行っていま

す。今後も、各種サービスについて、関係機関と協力し、定期的に情報の提供を図ってい

きます。

今後の方向性

高齢者が住み慣れた地域で安心して長く暮らせるよう、引き続き関係機関と連携して各

種施策を展開していきます。

≪主な高齢者福祉サービス≫

①敬老会

敬老会を開催して、多年にわたり社会に貢献してきた高齢者を敬愛し、長寿をお祝いし

ます。

②100 歳の慶祝訪問

100 歳を迎えられた方を訪問して、記念品を贈呈し、長寿をお祝いします。対象者が

年々増えています。

③高齢者移送サービス事業

常時、車椅子を使用する 65 歳以上の方に、車いすタクシー等の初乗り料金を助成し、

通院や公共施設への外出を支援します。平成 29 年度から、市外の事業者にも参入しても

らい、利用者の利便性向上を図っています。

（課題）

介護タクシーを運行する事業所が不足している状況です。

Ｈ29 年度 Ｈ30 年度 R 元年度

対象人数 4,039 人 4,051 人 4,074 人

Ｈ29 年度 Ｈ30 年度 R 元年度

100 歳対象者 10 人 8 人 17 人

Ｈ29 年度 Ｈ30 年度 R 元年度

延利用人数 671 人 492 人 348 人
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（今後の取り組み）

新サービス移行後の実績状況から、車椅子等で外出困難な高齢者のニーズを把握し今後

の制度運営に活かしていきます。

④緊急通報システム

65 歳以上のみの世帯で、病弱なため緊急時に対応が困難な世帯に対し、自宅に緊急通

報システムを設置しています。高齢者の安否確認としてニーズが高く、このシステムを利

用していない、見守りが必要な世帯に対する支援について検討課題となっていますが、民

生・児童委員が訪問する中で、徐々に設置世帯が増えています。

（今後の取り組み）

サービスの必要な方が利用できるよう関係機関と連携し、今後も市広報紙や民生委員会

議等で周知していきます。地域を含めた見守り活動体制の強化を図っていきます。

⑤救急医療情報キット

65 歳以上のみの世帯、日中独居高齢者、障害者のみの世帯等に、かかりつけ医や持病な

どの医療情報を自宅に保管しておくためのキットを無料配布し、万一の救急時に備えます。

今後も継続して民生委員を中心に周知していきます。

（今後の取り組み）

民生委員やケアマネジャ－による各世帯訪問時に、情報の更新チェックを依頼します。

ひとり暮らし等で、救急搬送時に本人が情報を伝えられないような状況の場合、迅速にキ

ットが役立つよう今後も関係機関との連携を密にします。また、広報紙等で定期的に周知

し、必要な世帯に配布できるよう推進していきます。

⑥保養施設の利用助成

市指定保養施設を利用する高齢者や障害者の方に、利用料の一部を助成することにより、

健康保持と体力増進、外出支援を図ります。

（今後の取り組み）

広報誌、各公民館、事業所等を通して、市民へ事業周知していきます。

Ｈ29 年度 Ｈ30 年度 R 元年度

延利用人数 2,393 人 2,110 人 2,007 人

Ｈ29 年度 Ｈ30 年度 R 元年度

新規配布者数 59 人 37 人 23 人

Ｈ29 年度 Ｈ30 年度 R 元年度

延利用人数 31,122 人 30,609 人 28,801 人
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⑦公衆浴場の利用助成

公衆浴場を利用する高齢者や障害者の方に、利用料の一部を助成することにより、健康

及び衛生の保持を図ります。

（今後の取り組み）

広報誌、各公民館、事業所等を通して、市民へ事業周知していきます。

⑧住まい環境整備支援事業

要介護 3 以上の在宅要介護者、または要介護 1 以上の車イスで生活する方で、介護保険

給付対象外で自宅のバリアフリー化など住宅改造工事（昇降機、段差解消機等）が必要と

認められる場合、工事費の一部を助成し在宅生活の維持向上を図ります。

（実施状況）

（目標）

（今後の取り組み）

引き続き、市民、事業所等へ事業周知していきます。

⑨心配ごと相談

高齢者がかかえる様々な問題の相談に弁護士など専門機関等が応じ、解決に努めます。

（実施状況）

（目標）

（今後の取り組み）

高齢者の不安解消に繋がるように、引き続き、広報等を通じ事業を周知していきます。

Ｈ29 年度 Ｈ30 年度 R 元年度

延利用人数 4,867 人 4,215 人 3,756 人

Ｈ2９年度 Ｈ３０年度 R 元年度

延利用人数 1 人 1 人 2 人

R２年度 R３年度 R4 年度

延利用人数 １人 ２人 2 人

Ｈ2９年度 Ｈ３０年度 R 元年度

延利用人数 183 人 233 人 237 人

Ｈ２年度 R3 年度 R4 年度

延利用人数 235 人 254 人 223 人
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⑩屋根雪下ろし支援

市民税非課税の 65 歳以上のみ世帯や高齢者のみ世帯等の方で、身内の方から除雪協力

が得られない場合、業者等へ依頼する際の屋根雪下ろしにかかる費用の一部を助成し、冬

季間の生活の安全を守ります。ひとり暮らし、高齢者のみ世帯の増加により、雪下ろし困

難な世帯が多くなってきています。また雪おろし業者の確保、屋根雪を下ろした後の雪の

始末など、雪に関する支援への要望が多くなっています。

⑪除雪

要支援相当以上の状態で、ひとり暮らしや高齢者世帯の方に、玄関周りの除雪を行い、

冬季間の生活の安全を守ります。自宅から道路に出るまでの軽度の除雪が対象ですが、そ

れ以上の支援の問合せも多い状況です。

課 題

地域ぐるみ雪下ろし支援事業や軽度生活援助事業の対象、その他の支援を必要とする世

帯が多い状況です。

今後の方向性

①除雪困難世帯への支援のため、関係機関と連携し、除雪担い手の掘り起こしと情報提供

体制の強化を図ります。

② 「勝山市総合克雪・利雪・親雪計画」に基づき、自主防災組織等、地域ぐるみの除排雪

体制が進んでいくためのしくみについて関係機関と連携します。

③ 現在の公的支援の更なる充実を図ります。

⑫給食サービス

65 歳以上のみの世帯、は障害者と 65 歳以上のみの世帯で見守りが必要と判断された

方に対し、民生委員が安否確認を兼ねて、月 2 回程度、ボランティアの作った給食を配達

しています。（一部、業者委託の地区もあります。）

（実施状況）

Ｈ29 年度 Ｈ30 年度 R 元年度

延利用件数 484 件 1 件 0 件

Ｈ29 年度 Ｈ30 年度 R 元年度

延利用件数 201 件 4 件 3 件

Ｈ2９年度 Ｈ３０年度 R 元年度

延利用件数 ５，０24 件 ４，９７７件 ４，７６３件
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（目標）

課 題

・利用希望の増加により、給食ボランティアの負担が増えています。

・作り手であるボランティアが少なくなっています。

今後の方向性

①民間の弁当配達事業所の情報収集や調整を行い、活用促進していきます。

②地域の見守りボランティア育成に向けた意識の向上を目指します。

（８）介護給付の適正化

介護給付の適正化とは、介護給付を必要とする受給者を適切に認定し、受給者が真に必

要とする過不足のないサービスを、事業者が適切に提供するよう促すことです。

利用者に対する適切な介護サービスを確保するとともに、不適切な給付を削減し、介護

給付費や介護保険料の増大を抑制することを通じて、持続可能な介護保険制度の構築を図

ります。

第 4 期の検証

(実施状況)

課 題

利用者の本音や問題点が発見できるよう、介護相談員のコミュニケーション技法の向上

や知識の習得に努めます。また、必要に応じ派遣回数の見直しを行います。

介護給付費適正化事業については、介護事業者に対し，ケアプランの記載方法に加え、

自立支援に向けたケアプラン作成などケアマネジャ－の質の向上について指導助言してい

きます。また、県の介護給付費適正化計画に基づき、介護給付費の縦覧点検等、給付の適

正化に向けた取り組みを引き続き実施していきます。

R2 年度 R3 年度 R4 年度

延利用件数 ４，７８１件 5,116 件 5,174 件

事業名 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度

認定調査票のチェック・点検 １，３９６ 1,176 1,173

ケアプラン点検 １５か所 13 ヶ所 54 件 6 ヶ所

住宅改修等の点検 １２１ 82 80

介護給付費通知 ２，３２９ 2,578 2,687
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今後の方向性

次の５事業を充実・強化することで介護保険の適正化を図っていきます。

（取り組み）

①認定調査票のチェック・点検

②ケアプランの点検

③住宅改修等の点検

④縦覧点検・医療情報との突合

⑤介護給付費通知

(数値目標)

（９）介護人材の確保・育成・定着

①人材確保に向けた取り組み

平成 29 年度から「勝山市介護人材確保奨励金事業」を実施しています。新たに勝山

市の事業所に勤務し勝山市民となった場合等に、1 年あたり 10 万円を 3 年間にわたり

交付するものです。

この事業は、令和元年度に医療機関、令和２年度に障害福祉サービス事業所を対象に

加え、「勝山市医療、介護及び障害福祉人材確保奨励金交付事業」として実施しています。

この事業を活用し、介護人材を確保できるよう事業所を支援していきます。

【実施状況】

【介数値目標】

項 目 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度

勝山市医療、介護及び障害福

祉人材確保奨励金交付事業
３件 ４件 ５件

項 目 現状（令和元年度） 目標（令和５年度）

勝山市医療、介護及び障害福

祉人材確保奨励金交付事業
５件 ７件

事業名 令和３年度 令和４年度 令和５年度

認定調査票チェック・点検 全件 全件 全件

ケアプラン点検 ６件 ６件 ６件

住宅改修等の点検 全件 全件 全件

縦覧点検・医療情報との突合 継続実施 継続実施 継続実施

介護給付費通知の送付 ２，５００件 ２，５００件 ２，５００件
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②質の向上に向けた取り組み

・介護相談員派遣事業

介護相談員が介護事業所を訪問し、介護サービス利用者から利用状況等を聞き取

り、聞き取り内容を事業者に伝えることにより、利用者の疑問や日常的な不満、不安

を解消していくと共に、事業者が行うサービスの質的な向上を図っています。１施設

当たり派遣回数は年間４～６回ですが、令和２年度は新型コロナウイルス感染症の影

響により派遣事業を中止しました。主な相談内容は、健康や医療に関することが最も

多く、次は生活全般となっています。

○派遣実績

〇相談内容

・ケアプラン等の点検

市内のすべての介護事業所を対象に、計画的にケアプランやサービス提供計画の点検

を実施しています。高齢者の自立支援につなげるために助言を行っています。

・地域密着型事業所連絡協議会の支援

自主組織である地域密着型事業所連絡協議会が行う研修会の講師謝礼の一部を負担し、

質の向上につながるよう支援しています。

平成 30 年度 令和元年度 令和２年度(見込)

相談員数(人) ５ ５ ６

派遣事業者数(か所) 25 2５ 新型コロナウイル

ス感染症の影響に

より中止延べ派遣回数(回/年) 143 1２8

相談内容
平成 30 年度 令和元年度

件 数 ％ 件 数 ％

介護保険制度・利用料 ４９ ２.７ ６０ ４.２

設備・職員の対応 １９３ １０.５ ９９ ７.０

食事・嗜好品 １８７ １０.２ １７１ １２.０

トイレ・排泄 ３２ １.７ ２８ ２.０

入浴・清潔 ８３ ４.５ ６５ ４.６

その他生活全般 ３３０ １８.０ ２１３ １５.０

健康・医療 ７４３ ４０.４ ５８１ ４０.９

その他 ２２１ １２.０ ２０４ １４.３

合 計 １,８３８ １００.０ １,４２１ １００.０
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（10）高齢者の住まいの確保

高齢者数の増加、独り暮らしや高齢者夫婦世帯の増加により、高齢者が安心して暮らす

ための住まいの在り方は多様化しています。高齢者が可能な限り住み慣れた地域で自立し

た日常生活を営むことができるよう、高齢者の心身の状態や「住まい」の変化に応じた住

まいの確保が必要です。

（１１）災害に対する備え

近年の災害の発生状況を踏まえ、日頃から災害に対する備えを行っていくことが必要で

す。介護事業所等と連携し、避難訓練の実施や防災啓発活動、介護事業所等におけるリス

クや食料、飲料水、生活必需品、燃料その他の物資の備蓄・調達状況の確認を行います。

（１２）新型インフルエンザ等の感染症の感染拡大防止の取り組み

新型インフルエンザや新型コロナウイルス感染症等の流行期に、介護サービスの提供が

行えるように感染拡大防止の取り組みが必要です。

（取り組み）

・日頃から介護事業所等と連携し、訓練の実施や感染拡大防止策の周知啓発

・感染症発生時に備えた平時からの事前準備

・感染症発生時の代替サービスの確保に向けた連携体制の構築

・県や保健所、協力医療機関等と連携した支援体制の整備

・介護事業所等における、適切な感染防護具、消毒液その他の感染症対策に必要な物資

の備蓄・調達・輸送体制の整備
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４．高齢者の総合相談・支援の充実

（１）地域包括支援センター「やすらぎ」の周知と総合的な相談機能の強化

地域包括支援センター「やすらぎ」は、高齢者の総合相談窓口として、保健師、社会福

祉士、主任介護支援専門員の 3 職種と、医療コーディネーター、認知症地域支援推進員等

を配置し、様々な相談に対応しています。また、高齢者の情報の集約、関係機関との連携

などにより高齢者施策の拠点としての役割を果たしています。

現 状

・H30 の住民意識調査では、地域包括支援センター「やすらぎ」が高齢者の総合相談窓口

と知っている人は 74％、知らない人は 21％でした。

・高齢者に関する相談は、令和元年度 2,240 件でした。

【高齢者に関する相談件数】 （単位：件）

・相談内容のうち、認知症、医療コーディネート、困難事例に関する相談は、年々増加傾

向にあります。

【認知症、医療コーディネート、困難事例に関する相談(再掲)】（単位：件）

窓口 電話 訪問 出前 湯ったり 合計

平成 29 年度 348 242 424 10 1,387 2,411

平成 30 年度 385 262 568 15 1,406 2,636

令和元年度 371 247 428 5 1,189 2,240

認知症 医療コーディネート 困難事例

平成 29 年度 65 20 13

平成 30 年度 73 26 24

令和元年度 99 29 21

知っているし、利用し

たことがある24%

名前だけ知っている

50%

知らない

21%

無回答5%

地域包括支援センター「やすらぎ」は高齢者の総合相談窓

口となっていることをしっていますか。

資料：H30住民意識調査
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課 題

・高齢化の進行に伴い、今後も医療や認知症に関する相談は増加すると思われます。

・地域包括支援センターだけでは対応しきれない困難事例について、今後も医療や福祉な

どの関係機関と連携をしながら、適切に対応していく必要があります。

・相談に対し、適切に対応し支援につなげ、その結果を把握していくことで、相談窓口と

しての質を向上していく必要があります。

今後の方向性

①高齢化の進展等に伴って増加するニーズに適切に対応するため、地域包括支援センター

の機能強化を図り、高齢者総合相談窓口としての機能を果たします。

（取り組み）

・地域包括支援センター「やすらぎ」の周知を行うとともに、窓口、電話相談や出前相

談会等により、相談支援を強化します。

・困難事例が増える中、医療や介護等の関係機関と連携を強化し、対応していきます。

・医療コーディネーターや認知症地域支援推進員による専門的な対応を行い、増加する

と思われる医療や認知症の相談に対応します。

・保健師・社会福祉士・主任介護支援専門員の三職種の配置とそれ以外の専門職等を配

置し、体制を強化します。

・地域包括支援センターの現状と課題を適切に把握し、業務量及び業務内容に応じた適

切な人員配置を行い、安定的な運営を行います。

・地域包括支援センターの効果的な運営の継続のため、事業評価を行い、業務改善につ

なげていきます。また地域包括支援センター運営協議会において、運営方針の審議や運

営の評価を受け、適切に行っていきます。

【地域包括支援センターの周知に関する数値目標】

②地域共生社会に向けた取り組みの推進

地域包括支援センターへの相談事例の中には、介護が必要な高齢者と障害などにより支

援が必要な子や孫とで構成される世帯、生活困窮の世帯などがあります。地域住民の複雑

化・複合化した支援ニーズに対応するために、既存の相談支援等の取組を活かしつつ、包

括的な支援体制の整備（重層的支援体制整備事業）に取り組み、①断らない相談支援 ②

社会とのつながりや参加の支援 ③地域づくりに向けた支援を一体的に行えるよう、関係

機関と連携し検討を進めていきます。

項 目 現状（令和元年度） 目標（令和５年度）

地域包括支援センターの認知度 74％ 90％
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【地域共生社会に向けた取り組みに関する数値目標】

項 目 現状（令和２年度） 目標（令和５年度）

庁内関係機関における取り

組みの検討

重層的支援体制整備の実

施検討

重層的支援体制整備の

実施
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（２）介護者の負担軽減と健康保持に向けた対策の充実

家族関係や、生活形態はさまざまであり、介護問題も多様的になっています。そんな中、

先が見えないことによる介護者の心身の負担は大きく、離職や転職など社会生活にも影響

が及ぶこともあります。地域包括支援センターでは、家族からの相談も多く、本人の状態

のみならず、各々の家族の状態を把握し、家族の介護負担軽減の視点を持ってサービスの

紹介・調整・支援を行っています。

介護される側も介護する側も高齢化しています。要支援者でありながら、主たる介護者

となっている方もいます。適切な介護手法を専門家から具体的に指導を受けられる家族介

護支援事業を実施しています。

特に、認知症介護者は心身の負担が大きく、虐待につながることもあり、多方面の支援

が求められます。平成 27 年度からは、「認知症カフェ」を開催し、当事者、介護者が互い

に交流・リフレッシュできる場を設けています。また、男性が女性を介護する際に、トイ

レやお店で偏見を持たれ、辛い思いをすることがあります。あたたかく見守りの視点をも

ってもらえるよう介護マークを作成し、希望者に無料で配布しています。

現 状

・主な介護者は、子がもっとも多く、次いで配偶者でした。

・介護者が行っている介護では、「その他の家事」「食事の準備」「金銭管理や生活面に必

要な諸手続き」、「外出の付き添い、送迎」、「服薬」が多い状況です。

36 47 31 11

0% 20% 40% 60% 80% 100%

主な介護者

【主な介護者】

配偶者 子 子の配偶者 兄妹・姉妹 無回答

R2在宅介護実態調査

5
3
0

5
9
5
10
8

1
0

16
19

11
2

17
10

11

17
21

15
44

40
26

1
47

49
46

0

29
18
18

9
30

27
17

31
38

18
12

38
43

39
1

0 50 100 150

日中の排泄
夜間の排泄

食事の介助（食べる時）
入浴・洗身

身だしなみ（洗顔・歯磨き等）
衣服の着脱

屋内の移乗・移動
外出の付き添い、送迎等

服薬
認知症状への対応

医療面での対応（経管栄養、ストーマ 等）
食事の準備（調理等）

その他の家事（掃除、洗濯、買い物 等）
金銭管理や生活面に必要な諸手続き

その他

【介護者が行っている介護】（n=116

)

要支援１・２ 要介護１・２ 要介護３以上 資料：在宅介護実態調査
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・主な介護者が「不安に感じる介護」は、「認知症状への対応」と「日中・夜間の排泄」

「屋内の移乗・移動」が多い。「医療面での対応」に不安を感じる人もあった。

・主な介護者の年齢は、60 歳代がもっとも多く、次いで 70 歳代でした。

・主な介護者の勤務形態では、フルタイム勤務、パートタイム勤務を合わせて約 4 割

が介護をしながら働いている状況であった。

・今後も働きながら介護を続けていくことについて、問題ない人は 12 人、問題があ

る、続けていくことは難しいと答えた方は、26 人でした。

【介護者の負担軽減に関する実施状況】

①介護用品（紙おむつ）支給事業

要介護１以上の方に紙おむつを支給限度額の範囲内で助成、配達支給します。

(要支援者は配達のみのサービス)

平成２９年度 平成３０年度 令和元年度

延利用件数 4,488 件 4,493 件 4,515 件

3

20

50

30

13

0 20 40 60

人

40歳代

50歳代

60歳代

70歳代

80歳代

【主な介護者の年齢】
資料：在宅介護実態調査

19 27 69 1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

人数

【主な介護者の勤務形態】

フルタイム勤務 パートタイム勤務 働いていない 無回答

資料：在宅介護実態調査

12
24

1
1
1

8

0 10 20 30

問題なく、続けていける
問題はあるが、何とか続けていける

続けていくのは、やや難しい
続けていくのは、かなり難しい

わからない
無回答

主な介護者の方は、今後も働きながら介護を続けていけそうですか　

ｎ＝47
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②家族介護支援事業

要支援・要介護者を在宅で介護している介護者の悩みや介護方法について、介護の専門

家がご自宅に訪問し相談にのります。

③認知症カフェ

課 題

・適切な介護方法や認知症への対応方法を学び、介護の工夫や介護負担軽減が求められま

す。

・介護者が高齢な場合等、介護者や家族に合わせて適切な介護サービスへつなげる必要が

あります。

・認知症の方を介護する家族の心身の疲労や不安が大きいため、お互いに交流や情報交換

気分転換できる場が必要です。

・認知症高齢者を抱えて対応に悩み虐待につながることがあるため、家族への支援が必要

です。

今後の方向性

①各種相談受付時には、常に本人・介護者（家族）両者の視点にたち、より良い支援に繋

げます。

②介護の工夫や、効果的な介護方法、またサービスの利用について普及啓発を図ります。

③虐待は介護負担が原因となっていることが多いため、介護負担軽減に努めます。

④介護用品（紙おむつ）支給事業引き続き、市民、事業所等へ事業周知していきます

⑤家族介護支援事業事業の周知を行い、在宅で介護を行う家族の負担軽減につながるよう

に取り組みます。

平成２９年度 平成３０年度 令和元年度

延利用人数 ９件 ４件 6 件

項 目 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度

認知症カフェ １８回 ２８回 ２１回
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（３）高齢者の権利擁護と虐待防止に向けた事業の推進

①成年後見制度利用促進体制の充実

認知症などで判断能力が不十分な高齢者に対して、成年後見人等がその判断能力を補う

ことによって、その人の命、身体、自由、財産等の権利を擁護することができます。今後、

高齢者数の増加により、成年後見制度を必要とする人の増加が見込まれるため、成年後見

制度の周知と活用を推進します。

現状

・「成年後見制度」について、言葉も内容もよく知っている人は３３％、言葉は知っている

が、内容は知らない人は 42％、言葉も内容も知らない人は 14％でした。

・成年後見制度を利用しようと思う人は 16％で、考えていない人は４０％、分からない人

は３３％でした。

【成年後見制度に関する実施状況】

項 目 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度

成年後見制度の講座の実施 ０ １ ０

成年後見制度利用促進基本計画

に基づく体制の整備
― 関係機関と検討 関係機関と検討

言葉も内容もよく知って

いる33%

言葉は知っているが内容

は知らない42%

言葉も名前も知らない

14%

無回答11%

認知症などで判断が十分にできない方の財産管理などを

援助する、「成年後見制度」を知っていますか

利用したい16%

利用は考えていな

い40%
分からない

33%

すでに利用してい

る0.6％

無回答11%

認知症などで判断が十分でなくなった時に成年後見制度

を利用しようと思いますか
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＊平成２９年度は大雪、令和元年度は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止

＊令和元年度より、成年後見制度利用促進基本計画に基づく中核機関の設置について、

障害部門や他市町とともに検討中。

課 題

・認知症などで判断が十分でないなど成年後見制度を必要とする人が増加すると思われる

ため、制度についての周知が必要です。

・成年後見制度の利用が必要な人を早期に発見し、利用できるように支援する必要があり

ます。

・平成２５年度に社会福祉協議会と連携し、市民後見人(成年後見に関する一定の知識や態

度を身に付けた一般市民による成年後見人)養成講座を実施しましたが、その後は実施で

きていません。

・自身の権利を守り最期まで自分らしく生きることができるように、成年後見等を含めた、

老後の生き方を考える機会が必要です。

今後の方向性

成年後見制度を必要とする人が適切に制度につながるように取り組みを行い、制度の利

用促進を図ります。また、「成年後見制度利用促進基本計画」に基づく市町村の中核機関の

設置や市町村計画の策定に取り組みます。

（取り組み）

① 成年後見制度について、市広報等や研修会の開催などにより周知します。

② 成年後見制度について、相談・対応していきます。

③ 日々の相談業務や、介護や福祉・医療関係者、民生委員等と連携することなどにより、

制度を必要とする人を早期に発見し、利用に繋げます。

④ 成年後見制度の利用について、勝山市社会福祉協議会の成年後見サポートセンター「さ

さえ愛」と連携し、制度の説明や利用を進めていきます。

⑤ 成年後見制度の利用について、必要な方に対して市長申立や申立費用の助成を行います。

⑥ 中核機関の設置について、障害部門や他市町と連携します。

⑦ 市民後見人の養成に取り組みます。

【成年後見制度に関する数値目標】

項 目 現状（令和元年度） 目標（令和５年度）

成年後見制度の広報や講座等の開

催
継続実施 継続実施

成年後見制度利用促進基本計画に

基づく中核機関の設置

障害担当や関係機関

等と検討
中核機関設置
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②消費者被害

高齢者を狙った悪徳商法は後を絶ちません。被害にあった高齢者は、認知症などの病気

や障害の特性から、自分から被害を訴えることができないことや、被害の自覚さえないこ

とがあります。このような相談を受け付けた場合は、消費者センターと連携して対応をし

ています。また、認知症などにより金銭管理が難しくなっている高齢者には、病院受診を

勧めたり、社会福祉協議会の日常生活自立支援事業による金銭管理を勧めたりしています。

③高齢者虐待防止

（家族等の介護者による虐待）

介護負担や認知症対応の苦慮等による高齢者虐待が見られます。また、近年は障害のあ

る(疑われる)子からの虐待が多く、医療や福祉等の関係機関との連携が必要なケースが増

加しています。勝山市では平成 19 年度より「勝山市高齢者虐待防止ネットワーク会議」

を設定し、関係機関との連携の構築を図っています。また、介護支援専門員等と連携を行

い、虐待防止や早期発見、早期対応に努めています。

その他、サロン等で虐待防止の講座を行うなどして、虐待防止について必要な知識を伝

えたり、見守りについて啓発を行ったりしています。その結果、近隣住民や民生委員から

の相談や通報も見られます。

（施設従事者による虐待）

施設従事者等を対象とした研修会を通して、虐待防止法や対応窓口等の周知を行ってい

ます。

現在、介護施設従事者の職員数が不足しており、職員一人当たりの業務負担が大きくな

っています。

＊養護者とは・・・高齢者を現に養護する者であって介護施設従事者等以外のもの

0

5

10

15

20

平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度

養護者による高齢者虐待の件数

通報件数 虐待と判断した件数

資料：勝山市地域包括支援センター
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【虐待防止に関する実施状況】

課 題

・消費者被害や虐待は、被害に気づかない期間が長いほど深刻な事態になることが多いた

め、早期発見が課題となります。また、当事者が気づかないケースもあるため、周囲の

人が異変に気づき対応につながるよう、地域の見守りについて普及啓発していく必要が

あります。

・虐待者自身が障害などの課題を抱えているケースも多いため、関係機関と連携をした対

応が必要です。

・施設職員数の減少等により今後も職員の負担が大きくなることが予測され、施設内での

不適切な介護の慢性化などが危惧されます。

今後の方向性

地域住民や関係機関と連携をしながら、高齢者の権利侵害の予防・早期発見を図ります。

（取り組み）

① 広報・普及啓発

市民や民生委員等を対象に講座等を実施し、地域の高齢者見守り活動を推進し、消費

者被害や高齢者虐待の防止・早期発見を図ります。

施設従事者による虐待防止についての研修会を行い、施設内での虐待防止を図ります

② 相談・支援

虐待に関する相談に対応し、関係機関と連携しながら支援します。

③ ネットワーク構築

高齢者等虐待防止ネットワーク会議やの開催や介護サービス事業所等の関係機関を

対象とした虐待防止の研修会を行い、連携を強化して虐待の防止・早期発見に努めます。

【権利擁護と虐待防止に関する数値目標】

項 目 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度

虐待防止出前研修

市民対象

介護事業所対象

6 回

3 回

2 回

4 回

1 回

3 回

高齢者虐待防止ネットワーク

会議
２回 2 回 2 回

項 目 現状（令和元年度） 目標（令和５年度）

虐待防止出前研修 継続実施 継続実施

高齢者虐待防止ネットワーク会議 2 回 2 回
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（＊）地域包括ケアとは・・・高齢者が要介護状態になっても住み慣れた地域で自分らしい生活を最後まで送れる

ように地域がサポートし合う社会のシステムのこと

健康度

健康なとき 体が弱ってきたとき 介護が必要になったとき

健康目標
健康づくりに取り組み、

生活をいきいきと暮らす

介護予防に取り組み、

自分らしく暮らす

適切なサービスを利用し、

安心して暮らす

取り組み

内容
健康づくり 介護予防

地域包括ケア（＊）

在宅ケアの推進

高齢者自身

が行うこと

・しっかり運動

・適正な体重維持

・地域活動に積極的に

かかわる

・しっかり歩く・動く

・よく噛んで、しっかり食べる

・地域活動に積極的に

参加する

・しっかりリハビリ

・きちんと口腔ケア

・しっかり栄養管理

・できるだけ外へ出る

（閉じこもらない）

高齢者が

利用できる

もの

健康づくりのために

各種健康診断、健康教室

民間の運動教室 など

生きがいづくり・人との交流のために

近所の交流、老人クラブ、地区の集まり（サロンなど）、

ボランティア活動 など
・在宅サービス（訪問介護、通

所介護、訪問看護等）

・施設サービス

【勝山市の高齢者の健康目標と取り組み内容】

医療が必要になったら

通院、入院、往診、訪問看護 など

【福祉サービス】

介護用品（紙おむつ）支給事業

改善

悪化

改善

悪化

【福祉サービス】

心配ごと相談、保養施設・公衆浴場の利用助成

給食サービス、緊急通報システム、救急医療情報キットなど

体が弱ってきたら

介護予防教室、

民間の運動教室 など

生活の支援が必要になったら

社会福祉協議会やシルバー人材センター、民間が行うサービス など

介護が必要になったら

【相談窓口】

健康長寿課

地域包括支援センター

ケアマネジャー など

https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiQyPOuov3YAhXLNpQKHTQkAWUQjRwIBw&url=https://seiwakai-hp.jp/2016/11/15/%E3%80%90%E3%83%A1%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%AB%E3%83%AB%E3%83%88%E3%83%94%E3%83%83%E3%82%AF%E3%80%91%E3%83%95%E3%83%AC%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%81%A8%E7%B3%96%E5%B0%BF%E7%97%85/&psig=AOvVaw0wcizDALj09hxBlWu4Uq4M&ust=1517318555258100
https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiQyPOuov3YAhXLNpQKHTQkAWUQjRwIBw&url=https://seiwakai-hp.jp/2016/11/15/%E3%80%90%E3%83%A1%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%AB%E3%83%AB%E3%83%88%E3%83%94%E3%83%83%E3%82%AF%E3%80%91%E3%83%95%E3%83%AC%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%81%A8%E7%B3%96%E5%B0%BF%E7%97%85/&psig=AOvVaw0wcizDALj09hxBlWu4Uq4M&ust=1517318555258100
https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiQyPOuov3YAhXLNpQKHTQkAWUQjRwIBw&url=https://seiwakai-hp.jp/2016/11/15/%E3%80%90%E3%83%A1%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%AB%E3%83%AB%E3%83%88%E3%83%94%E3%83%83%E3%82%AF%E3%80%91%E3%83%95%E3%83%AC%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%81%A8%E7%B3%96%E5%B0%BF%E7%97%85/&psig=AOvVaw0wcizDALj09hxBlWu4Uq4M&ust=1517318555258100
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwie3uSkoYXXAhWDJJQKHc-wC7sQjRwIBw&url=http://www.artbank.co.jp/stockillust/image_html/satohiroko/1-C-YOS242.html&psig=AOvVaw13SeeJsGR6h3JHgSsH0mRe&ust=1508797027549092
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjKs8aTp4XXAhUEjpQKHZUtAnIQjRwIBw&url=http://www.e-akane.com/blog/post-16211/&psig=AOvVaw3gIeJLEovxUkKgJJdqkwa2&ust=1508798382235586
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